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政策・予算説明概要書の内容について 
 

この概要書は、令和３年３月に策定した「第５次苫前町総合振興計画・後期基本計画」に沿

って構成しています。 

 

後期基本計画の策定に合わせて改定した総合振興計画の基本構想では、「いつまでも暮

らしていける苫前に！」を将来像として掲げ、次の３つの視点からのまちづくりを目指していま

す。 

○誰もが健康で生きがいをもって暮らせるまちをつくる 

○町民が主体となったにぎわいのまちをつくる 

○安全・安心で快適な生活環境のまちをつくる 

 

また、基本構想では、これを受けて７つの「まちづくりの目標」を定めており、それぞれの施策

ごとに令和５年度の具体的な取組をまとめたものが、この概要書になります。 

 

なお、「目次」には、それぞれの施策の担当部署を記載していますので、詳細内容について

は、お気軽にお問合せください。 
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第５節 スポーツ・芸術・文化活動の推進  ・・・２０ 
 



１ スポーツ活動の充実  ・・・２０ 

○スポーツ大会・体験事業等の実施 ＝社会教育課社会教育係 

 ・・・２１ 

○水泳教室・スポーツ教室等の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○健康づくり教室の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○体育協会補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○スポーツ大会等参加補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○Ｂ＆Ｇ事業参加者補助金 ＝社会教育課社会教育係 

 

２ 芸術・文化活動の充実  ・・・２１ 

○文化協会補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○舞台芸術サポーターズ補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○町民参加型舞台の制作への支援 ＝社会教育課社会教育係 

○児童生徒向け芸術鑑賞事業の実施 ＝社会教育課社会教育係 

・・・２２ 

○一般向け舞台芸術鑑賞事業の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○読書感想文コンクールの実施 ＝社会教育課社会教育係 

○小中学校書道美術展の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○公民館フェスティバルの実施 ＝社会教育課社会教育係 

○ロビー展の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○郷土史研究会補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○くま獅子保存会補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○くま獅子保存会結成５０周年記念事業補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○北海道子どもかるた大会出場事業補助金 ＝社会教育課社会教育係 

○埋蔵文化財の管理 ＝社会教育課社会教育係 

○資料館特別展の実施 ＝社会教育課社会教育係 

                                                  ・・・２３ 

〇北海道指定文化財「木造十一面観音立像」の一般公開  ＝社会教育課社会教育係 

○凧あげ大会実行委員会補助金 ＝社会教育課社会教育係 

 

３ 多様な学習機会の提供  ・・・２３ 

○第９次苫前町社会教育中期計画 ＝社会教育課社会教育係 

○公民館講座の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○生涯学習推進アドバイザー設置事業 ＝社会教育課社会教育係 

○第３次苫前町子どもの読書活動推進計画 ＝社会教育課社会教育係 

○新刊図書・ＡＶ資料等の購入 ＝社会教育課社会教育係 

○「あったかだっこ★すきすき絵本」の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○「本とあそぼう」の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○図書室フェスティバルの実施 ＝社会教育課社会教育係 

・・・２４ 

○相互貸借の実施 ＝社会教育課社会教育係 

○公民館冷却水系統自動制御器取替修繕 ＝社会教育課社会教育係 

○公民館講堂床暖房系統暖房循環ポンプ取替修繕 ＝社会教育課社会教育係 

○緑ヶ丘スキー場リフト緊急停止用操作線改修修繕 ＝社会教育課社会教育係 

○三角点スキー場照明改修工事 ＝社会教育課社会教育係 

○Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根改修工事 ＝社会教育課社会教育係 



○スポーツセンターホール高天井照明器具取替工事 ＝社会教育課社会教育係 

○パークゴルフ場備品購入費 ＝社会教育課社会教育係 

 

第４章 活気あふれるにぎわいのまちづくり  ・・・２５ 
 

第１節 農業の振興  ・・・２５ 
 

１ 魅力ある産地づくりの推進  ・・・２５ 

○第６期苫前町農業振興計画 ＝農林水産課農政係 

○農産物や加工品のブランド化の推進 ＝農林水産課農政係 

○農業支援対策事業補助金 ＝農林水産課農政係 

 

２ 農業経営の向上  ・・・２５ 

○スマート農業の普及推進 ＝農林水産課農政係 

○ＲＴＫ基地局整備事業補助金 ＝農林水産課農政係 

○苫前町農畜産物経営支援事業                    ＝農林水産課農政係 

○農地情報管理システム保守点検業務委託 ＝農林水産課農政係 

                                                  ・・・２６ 

○農業経営基盤強化資金利子補給補助金 ＝農林水産課農政係 

○畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金 ＝農林水産課農政係 

○経営所得安定対策等推進事業補助金 ＝農林水産課農政係 

○中留萌酪農ヘルパー利用組合補助金 ＝農林水産課農政係 

○苫前町鳥獣被害防止計画等の推進 ＝農林水産課農政係 

○有害鳥獣対策事業 ＝農林水産課農政係 

○新規銃猟免許取得費補助金 ＝農林水産課農政係 

○新規銃猟免許取得者銃器等購入費補助金 ＝農林水産課農政係 

 

３ 担い手の育成と労働力の確保  ・・・２７ 

○畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） ＝農林水産課農政係 

○苫前町酪農組合補助金 ＝農林水産課農政係 

○苫前町家畜畜産物自衛防疫組合補助金 ＝農林水産課農政係 

 

４ 農地の保全・担い手への集積  ・・・２７ 

○苫前ダムの豪雨災害における防災・減災対策の推進 ＝農林水産課農政係 

○苫前ダム等関連施設管理事業                    ＝農林水産課農政係 

○水利施設管理強化事業補助金 ＝農林水産課農政係 

○北海道多面的機能支払交付金 ＝農林水産課農政係 

○中山間地域等直接支払交付金 ＝農林水産課農政係 

○環境保全型農業直接支援対策事業 ＝農林水産課農政係 

○農村地域防災減災事業北長島地区負担金 ＝農林水産課農政係 

○農村地域防災減災事業八線沢溜池地区負担金 ＝農林水産課農政係 

 ・・・２８ 

○農業水路等長寿命化防災減災事業負担金 ＝農林水産課農政係 

 

５ 町営牧場の効率的な運営  ・・・２８ 

○苫前町上平共同利用模範牧場の指定管理 ＝農林水産課農政係 



○上平共同利用模範牧場牛舎扉改修工事 ＝農林水産課農政係 

 

第２節 林業の振興  ・・・２８ 
 

１ 森林の健全な育成  ・・・２８ 

○町有林人工造林工事 ＝農林水産課水産林務係 

○森林・山村多方面的機能発揮対策交付金 ＝農林水産課水産林務係 

○森林管理システム保守業務委託 ＝農林水産課水産林務係 

○主な森林環境譲与税事業 ＝農林水産課水産林務係 

 

２ 林業経営の安定化（合理化）と担い手の確保  ・・・２９ 

○民有林振興普及指導事業補助金 ＝農林水産課水産林務係 

 

第３節 漁業の振興  ・・・２９ 
 

１ 安定した漁業経営の確立  ・・・２９ 

○スマート水産業の取組 ＝農林水産課水産林務係 

○苫前漁港ＩＣＴ水質監視事業補助金 ＝農林水産課水産林務係 

○水産物の付加価値向上に向けた取組の推進 ＝農林水産課水産林務係 

○漁業近代化資金利子補給補助金 ＝農林水産課水産林務係 

                                                  ・・・３０ 

○製氷用エバコン改修事業補助金 ＝農林水産課水産林務係 

 

２ 漁業生産の拡大  ・・・３０ 

○つくり育てる漁業の推進 ＝農林水産課水産林務係 

○苫前漁港港内蓄養実証事業 ＝農林水産課水産林務係 

○なまこ人工種苗管理事業補助金 ＝農林水産課水産林務係 

○磯根資源づくり事業補助金 ＝農林水産課水産林務係 

○磯根資源管理事業補助金 ＝農林水産課水産林務係 

 

３ 生産基盤の整備  ・・・３０ 

○直轄特定漁港漁場整備事業（苫前漁港） ＝農林水産課水産林務係 

○農山漁村地域整備交付金事業（力昼漁港） ＝農林水産課水産林務係 

 

４ 担い手の育成と労働力の確保  ・・・３１ 

○苫前町新規漁業就業者支援事業助成金 ＝農林水産課水産林務係 

○苫前救難所補助金 ＝農林水産課水産林務係 

 

５ 水産物の消費と販路の拡大  ・・・３１ 

○地域との連携による地場産品ＰＲ ＝農林水産課水産林務係 

 

６ 水産加工業の振興  ・・・３１ 

○地域との連携による地場産品ＰＲ（再掲） ＝農林水産課水産林務係 

 

７ 漁村地域の活性化  ・・・３１ 

○エビ篭オーナーｉｎ苫前実行委員会補助金 ＝農林水産課水産林務係 



○漁港利用適正化推進指導事業 ＝農林水産課水産林務係 

○海岸漂着物処理機械借上料 ＝農林水産課水産林務係 

 

第４節 商業・工業の振興  ・・・３１ 
 

１ 商工業の活性化  ・・・３１ 

○苫前町商工会補助金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

                                                  ・・・３２ 

○苫前町商工会館外壁改修事業補助金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○苫前町中小企業振興資金利子補給補助金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○苫前町中小企業特別融資貸付金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○苫前町中小・小規模事業者持続的発展事業補助金 

＝商工労働観光課商工労働観光係 

○苫前町プレミアム地域振興券発行事業補助金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○商店街元気づくり助成金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

 

○苫前ブランド・６次産業化チャレンジ支援事業助成金 

＝商工労働観光課商工労働観光係 

 ・・・３３ 

○中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の推進 

＝商工労働観光課商工労働観光係 

 

２ 企業誘致の推進  ・・・３３ 

○苫前町企業等立地促進条例の推進 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

 

第５節 観光の振興  ・・・３３ 
 

１ 観光振興の取り組み  ・・・３３ 

○苫前町観光ビジョン ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○「苫前町の宝」による苫前ブランドの推進 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○インバウンドを含めた観光客の誘致 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○苫前町観光協会補助金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

                                                  ・・・３４ 

○公認キャラクター「くまだとまお」の活用 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○北海道風車まつり実行委員会補助金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○道の駅「風Ｗとままえ」の拡充・食のブランド化の実践 

＝商工労働観光課商工労働観光係 

○シーフロントパーク等管理業務委託 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○ホワイトビーチ監視業務委託 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○三毛別羆事件現場管理業務委託 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

 ・・・３５ 

○夕陽ヶ丘オートキャンプ場改修工事 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

〇道の駅「風Ｗとままえ」駐車場拡幅工事     ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○新日本海地域交流センター指定管理料 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○ななかまどの館指定管理料 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○ななかまどの館改修工事 ＝商工労働観光課商工労働観光係 



○ななかまどの館用備品購入 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○苫前町いやしふれあい助成事業補助金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

 

第６節 雇用の促進と勤労者支援  ・・・３５ 
 

１ 雇用安定の促進  ・・・３６ 

○苫前町雇用対策協議会 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○若年者雇用促進助成金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○労働者就労前健康診断業務委託 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○オロロン留萌中部・北部通年雇用促進協議会負担金 

＝商工労働観光課商工労働観光係 

○留萌地方人材開発センター運営協会負担金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

 

２ 勤労者支援の推進  ・・・３６ 

○生活関連サービス業の創出やコミュニティビジネスなどの支援 

＝商工労働観光課商工労働観光係 

○留萌管内町村勤労者共済会負担金 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

 

第５章 利便性の高い快適空間のまちづくり  ・・・３７ 
 

第１節 地域特性に即したまちづくりの推進  ・・・３７ 
 

１ 適切な土地利用の推進  ・・・３７ 

○土地利用構想に基づく計画的な土地利用 ＝総合政策室総合政策係 

 

２ 地域の特徴に合ったまちづくりの推進  ・・・３７ 

 

３ 景観の保全・活用  ・・・３７ 

○海岸漂着流木等処理業務委託 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○クリーンアップ日本海の実施 ＝住民生活課環境生活係 

 

第２節 道路網の整備  ・・・３７ 
 

１ 幹線道路の整備  ・・・３７ 

○留萌中部三町村国道２３２号整備促進期成会 ＝総合政策室総合政策係 

○国道２３９号霧立防災事業の整備促進 ＝建設課技術係 

○国道２３２号強靱化（防災・交通安全等）対策事業の整備促進 ＝建設課技術係 

                                                  ・・・３８ 

○道道苫前小平線の整備促進 ＝建設課技術係 

○道道上遠別霧立線の整備促進 ＝建設課技術係 

○道道力昼九重線への街灯設置要望 ＝建設課技術係 

 

２ 生活道路の整備  ・・・３８ 

○町道舗装補修工事 ＝建設課技術係 

○町道横断側溝設置工事 ＝建設課技術係 



○歩道補修工事 ＝建設課技術係 

○昭和長島線横断ボックス補修工事 ＝建設課技術係 

○旭長島線歩道整備工事 ＝建設課技術係 

                                                  ・・・３９ 

○夕陽ヶ丘線改良舗装工事 ＝建設課技術係 

○橋りょう詳細設計業務委託 ＝建設課技術係 

〇橋りょう修繕工事                               ＝建設課技術係 

 

３ 道路環境の整備  ・・・３９ 

○道路排水管清掃業務委託 ＝建設課技術係 

○交通安全施設整備業務委託 ＝建設課技術係 

○町道維持管理業務委託 ＝建設課技術係 

○防雪柵管理業務委託 ＝建設課技術係 

○防雪柵補修工事 ＝建設課技術係 

○交通安全施設整備工事 ＝建設課技術係 

○防雪板交換工事 ＝建設課技術係 

                                                  ・・・４０ 

○道路照明設置工事 ＝建設課技術係 

○町道除排雪経費 ＝建設課技術係 

○生活道路除雪補助金 ＝建設課技術係 

○酪農用道路除雪補助金 ＝農林水産課農政係 

○流雪溝管理費 ＝建設課管理係 

○流雪溝管理運営協議会との連携による古丹別地区流雪溝の適正管理 

＝建設課管理係 

 

第３節 河川の整備  ・・・４０ 
 

１ 河川の整備  ・・・４０ 

○古丹別川河川改修事業 ＝建設課技術係 

                                                  ・・・４１ 

○古丹別川砂防事業 ＝建設課技術係 

○河川（松下沢川）立木撤去工事 ＝建設課技術係 

 

２ 身近な親水空間の創出  ・・・４１ 

○古丹別川水辺の楽校の方向性についての検討 ＝社会教育課社会教育係 

 

第４節 公共交通の充実  ・・・４１ 
 

１ 公共交通機関の充実と環境整備  ・・・４１ 

○公共交通体系のあり方検討 ＝総合政策室総合政策係 

○北海道留萌地域公共交通活性化協議会 ＝総合政策室総合政策係 

○生活路線バス等維持費補助金 ＝総合政策室総合政策係 

                                                                  ･･･42 

○バス待合所管理業務 ＝総合政策室総合政策係 

○古丹別バスターミナル浄化槽ブロアー交換工事 ＝総合政策室総合政策係 

○通学定期運賃補助金 ＝総合政策室総合政策係 



○にこにこタクシー運行事業（再掲） ＝保健福祉課福祉係 

 

第５節 情報通信の推進  ・・・４2 
 

１ 地域間の情報格差の是正  ・・・４2 

○携帯電話不感エリアの解消に向けた要請 ＝総合政策室総合政策係 

 

第６節 快適な生活環境  ・・・４2 
 

１ 下水道施設の利用促進と整備  ・・・４2 

○上下水道料金システム改修業務委託 ＝建設課技術係 

○苫前下水浄化センター改築更新工事 ＝建設課技術係 

○特定環境保全公共下水道基本計画見直し業務委託 ＝建設課技術係 

                                                                  ･･･43 

○下水道汚泥の有効利用検討業務委託 ＝建設課技術係 

○下水浄化センター維持管理業務委託 ＝建設課技術係 

○下水浄化センター汚泥処理業務委託 ＝建設課技術係 

○水洗便所改造等補助金 ＝建設課技術係 

○水洗便所改造等利子補給補助金 ＝建設課技術係 

 

２ 簡易水道の充実  ・・・43 

○上下水道料金システム改修業務委託 ＝建設課技術係 

○水道使用料滞納処理業務委託 ＝建設課技術係 

○浄水場、取水場管理業務委託 ＝建設課技術係 

○浄水場、導水ポンプ場保守点検業務委託 ＝建設課技術係 

○量水器検査業務委託 ＝建設課技術係 

○漏水調査業務委託 ＝建設課技術係 

○量水器取替工事 ＝建設課技術係 

○浄水場耐震化補強詳細設計業務委託 ＝建設課技術係 

○浄水場更新詳細設計業務委託 ＝建設課技術係 

                                                                  ･･･4４ 

○九重地区配水流量計取替修理 

 

３ 住宅の確保と宅地の造成  ・・・４4 

○住宅地の供給 ＝総務財政課財政係 

○世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業補助金 ＝建設課技術係 

○苫前町住環境整備事業補助金 ＝建設課技術係 

○定住促進空家活用事業助成金 ＝建設課技術係 

○公営住宅維持管理費 ＝建設課技術係 

○町営住宅駐車場屋根改修工事 ＝建設課技術係 

                                                                  ･･･45 

○町営住宅電気室鋼製建具取替工事 ＝建設課技術係 

○公営住宅改善事業 ＝建設課技術係 

 

第７節 水と緑のネットワークの形成  ・・・４5 
 



１ 公園・緑地の管理充実  ・・・４5 

○古丹別町民広場整備工事 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○古丹別緑ヶ丘公園管理業務委託 ＝商工労働観光課商工労働観光係 

○シーフロントパーク等管理業務委託（再掲） ＝商工労働観光課商工労働観光係 

 

２ 緑化の推進  ・・・４5 

○苫前町花とみどりのまちづくり活動支援補助金 ＝住民生活課環境生活係 

 

３ 水辺空間の利用促進  ・・・４5 

○古丹別川水辺の楽校の方向性についての検討（再掲） ＝社会教育課社会教育係 

 

第６章 安全で安心な暮らしのできるまちづくり  ・・・４6 
 

第１節 環境の保全・創造  ・・・４6 
 

１ 環境にやさしい生活スタイルの構築  ・・・４6 

○再生可能エネルギーの導入に向けた検討 ＝商工労働観光課商工観光係 

 

２ 良好な生活環境の保全・創出  ・・・４6 

○不法投棄の防止 ＝住民生活課環境生活係 

○蜂駆除業務委託 ＝住民生活課環境生活係 

○空家等対策基本計画の推進 ＝建設課技術係 

○空家・空地情報の提供（苫前町住まいるネット制度） ＝建設課技術係 

○空家等適正管理事業 ＝建設課技術係 

○空家有効活用のモデル事業 ＝建設課技術係 

○苫前町省エネ設備等導入促進補助金 ＝建設課技術係 

 

３ 環境汚染の防止  ・・・４７ 

 

４ 風力発電事業の推進  ・・・４７ 

○風力発電施設保守点検業務委託 ＝建設課風力発電係 

○定期安全管理検査対応業務委託 ＝建設課風力発電係 

○小形風力発電施設の設置に関するガイドラインの推進 ＝建設課風力発電係 

○苫前町ウィンドファームの積極的なＰＲの推進 ＝建設課風力発電係 

○苫前町ウィンドファームに対する視察対応の推進 ＝建設課風力発電係 

○風力発電施設を活用した環境教育や学習の推進 ＝建設課風力発電係 

○送電網の整備に向けて ＝建設課風力発電係 

○町営風力発電からの町民還元 ＝建設課風力発電係・住民生活課環境生活係 

 

第２節 総合的なごみ・し尿処理の推進  ・・・４8 
 

１ ごみの減量化・再資源化の推進  ・・・４8 

 

２ ごみ・し尿処理体制の充実  ・・・４8 

○ごみ収集業務委託 ＝住民生活課環境生活係 



○ゴミステーション設置工事 ＝住民生活課環境生活係 

○し尿等処理及び手数料収納業務委託 ＝住民生活課環境生活係 

○羽幌町外２町村衛生施設組合負担金 ＝住民生活課環境生活係 

○汚水処理施設共同整備事業負担金 ＝住民生活課環境生活係 

                                                                  ･･･49 

○汚水処理施設維持管理負担金 ＝住民生活課環境生活係 

○個人設置型浄化槽設置整備事業補助金 ＝住民生活課環境生活係 

〇ごみ収集車両の更新                       ＝住民生活課環境生活係 

 

第３節 交通安全・防犯体制の充実  ・・・４９ 
 

１ 交通安全の推進  ・・・４９ 

○苫前町交通安全協会補助金 ＝住民生活課環境生活係 

○交通安全施設の整備 ＝住民生活課環境生活係 

 

２ 防犯体制の充実  ・・・４９ 

○苫前町防犯協会交付金 ＝住民生活課環境生活係 

○街灯設置・維持補助金 ＝住民生活課環境生活係 

 

第４節 防災・消防・救急体制の充実  ・・・４９ 
 

１ 防災体制の充実  ・・・５０ 

○同報系防災行政無線 ＝総務財政課総務係 

○防災行政無線の聞こえの課題の対応 ＝総務財政課総務係 

○Ｊ‐ＡＬＥＲＴ新型受信機保守業務委託 ＝総務財政課総務係 

○災害発生に備えた資機材などの備蓄や整備 ＝総務財政課総務係 

○地域防災訓練の実施 ＝総務財政課総務係 

 

２ 災害に強いまちづくりの推進  ・・・５０ 

○苫前町強靱化計画 ＝総合政策室総合政策係 

○三豊海岸保全事業の整備促進 ＝農林水産課水産林務係 

 

３ 消防・救急体制の充実  ・・・５１ 

〇職員感染防止衣購入                          ＝総務財政課総務係 

〇人工呼吸器購入                             ＝総務財政課総務係 

 

第５節 安全な消費生活の支援  ・・・５１ 
 

１ 消費者の自立の支援  ・・・５１ 

○消費者行政の推進 ＝住民生活課環境生活係 

 

２ 消費者相談体制の充実  ・・・５１ 

○消費者行政の推進（再掲） ＝住民生活課環境生活係 

 

 



第７章 効率的で質の高い町政運営を進めるまちづくり  ・・・５２ 
 

第１節 行政運営の改革  ・・・５２ 
 

１ 健全な行政運営の推進  ・・・５２ 

○第５次苫前町総合振興計画・後期基本計画 ＝総合政策室総合政策係 

○第２期苫前町まち・ひと・しごと創生総合戦略 ＝総合政策室総合政策係 

○事務事業評価の推進 ＝総合政策室総合政策係 

○各種審議会委員の公募制の拡大 ＝総合政策室総合政策係 

○学校給食費の公会計化（再掲） ＝子ども教育課子ども教育係 

○地方公営企業法適用移行業務負担金 ＝建設課技術係、建設課風力発電係 

 

２ 効率的な行政運営  ・・・５２ 

○留萌地域電算共同化推進協議会負担金 ＝総務財政課総務係 

                                                  ・・・５３ 

○自治体情報システム標準準拠仕様移行業務委託 ＝総務財政課総務係 

○仮想化基盤サーバー賃借料 ＝総務財政課総務係 

○パーソナルコンピュータ購入                      ＝総務財政課総務係 

〇財務会計システムインボイス対応改修業務委託  ＝総務財政課総務係 

〇古丹別支所ネットワーク更改及び住基ネット対応業務委託  ＝総務財政課総務係 

〇住民基本台帳ネットワークシステム端末増設委託        ＝住民生活課住民係 

○住民基本台帳ネットワーク保守業務委託 ＝住民生活課住民係 

○中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 ＝住民生活課住民係 

○共同戸籍電算システム保守費負担金 ＝住民生活課住民係 

○公共施設等総合管理計画 ＝総務財政課財政係 

 

３ サービスの向上  ・・・５４ 

○行政事務に係る権限移譲の推進 ＝総合政策室総合政策係 

○職員の資質向上の充実・強化 ＝総務財政課総務係 

○人事評価制度の推進 ＝総務財政課総務係 

○ワンストップサービスの推進 ＝住民生活課住民係 

○力昼地区各種申請業務等取次事務委託 ＝総合政策室総合政策係 

 

第２節 財政改革の推進  ・・・５４ 
 

１ 計画的な財政運営  ・・・５４ 

○将来推計に基づく財政運営の取組 ＝総務財政課財政係 

○公共施設等総合管理計画（再掲） ＝総務財政課財政係 

 

２ 財源の確保  ・・・５５ 

○ふるさと応援寄附金返礼事業 ＝総合政策室総合政策係 

○町税や使用料の徴収強化の推進 ＝住民生活課税務係 

 

３ 財政健全化の推進  ・・・５５ 

○財政指標等の積極的な公表 ＝総務財政課財政係 



○新地方公会計制度に係る財務４表の公表 ＝総務財政課財政係 

 

第３節 広域行政の推進  ・・・５５ 
 

１ 近隣自治体との連携強化  ・・・５５ 

○留萌中部地域振興協議会 ＝総合政策室総合政策係 

○留萌地域づくり連携会議 ＝総合政策室総合政策係 

○留萌地域総合開発期成会 ＝総合政策室総合政策係 

 

２ 広域処理業務の充実  ・・・５６ 
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第１章 未来を担う子どもたちが健やかに育つまちづくり 
 

第１節 子育て家庭への支援 
基本方針 

各家庭の子育てに対する悩みや不安が解消され、安心して子どもを産み育てることが

できるよう、子育てに関する町民ニーズの多様化に応じるさまざまな支援を実施します。 

 

１ 育児のためのコミュニティの充実 

○地域子育て支援拠点事業補助金 予算額＝６,０９２千円 

・認定こども園内に地域子育て支援センターを設置し、子育て中の親子の交流の場を提

供するとともに、地域の子育て関連情報の提供や子育て等に関する相談・援助の実施

に取り組みます。 

・地域子育て支援拠点＝２か所（認定苫前こども園・認定古丹別こども園） 

 

○ラッコクラブ 

・妊婦とそのパートナーの方と１歳未満の親子を対象に、妊娠期から出産・育児について

の不安を解消し、安心して育児ができるよう学習機会を提供します。 

 

○幼児教育セミナー 

・未就学児をもつ親を対象に、家庭における子育てについての不安の解消と知識の習

得等を図るため、子育てに関する情報交換や学習の機会を提供します。 

 

○地域を見守る住民の集い 予算額＝５４千円 

・青少年の健全育成を地域で考える学習機会を提供します。 

 

２ 経済的支援の拡充 

○不妊治療等助成金 

・不妊治療又は不育治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助

成します。 

 

 〇出産・子育て応援金 予算額＝１,５００千円 

     ・全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て

まで一貫した伴走型相談支援の充実を図るため、出産・子育て応援金を給付します。 

出産応援給付金 妊娠１回につき５万円（妊娠届出時の面談あり） 

子育て応援給付

金 

対象児童１人につき５万円（出生後の面談あり） 

 

○出産支援費助成金  予算額＝８５０千円 

・町外の医療機関を利用せざるを得ない妊婦が安心して子どもを産むことができるよ

う、定期健康診査及び出産に係る通院費用に加え、医療機関所在地での滞在（宿泊）

に要する費用を助成します。 

交通費の助成 妊産婦１人１件ごとに５万円とします。（多胎出産は、１件とみな

します。） 

宿泊費（食事代

を含む）の助成 

妊産婦及びその家族１名に限り、３泊を限度に、２分の１の額を

助成します。（１人当たり１泊５千円を上限とします。） 
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○出産祝金事業交付金 予算額＝４,１００千円 

○出産祝金事業助成金 予算額＝１,７００千円 

・誕生した子を祝福し、子育てに伴う経済的負担を軽減するとともに、本町に住む意欲

を高めつつ、出産増による少子化対策を推進するため、出産した方に出産祝金を交付

します。 

出生児の順位 祝金の額 

第１子 ２５万円 

第２子 ３０万円 

第３子以降 ５０万円 

・なお、出産祝金のうち１０万円分は、助成券として交付します。 

 

○育児支援ヘルパー派遣業務委託 予算額＝９０千円 

・家事や育児を行うことが困難な家庭に対して育児支援ヘルパーを派遣し、子育ての負

担軽減を図る事業を実施します。 

 

○児童手当制度 予算額＝３４,１６８千円 

・家庭等の生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、

０歳から中学校卒業までの子ども１人当たり、月額１万円又は１万５千円を支給します。 

・受給者数＝136 人 

 

○子ども医療費助成事業 予算額＝6,47８千円 

・子育て家庭の経済的負担を軽減するため、所得制限を設けず、０歳から高校生までの

子どもの医療費を全額公費負担します。 

・受給者数＝295 人 

 

○認定こども園施設型給付費負担金 予算額＝１07,８５９千円 

・子育て家庭の経済的負担を軽減するため、３歳未満の利用者負担金について無償化

しています。 

施設 利用者数 定員数 

認定苫前こども園 ４０人 ５０人 

認定古丹別こども園 ３１人 ３５人 

※町外施設の利用者数：４人 

 

○ひとり親家庭等医療費助成事業 予算額＝６６９千円 

・２０歳未満（１８歳～２０歳は制限あり）の子を扶養しているひとり親家庭の親及びその

子の医療費（親は入院のみ）を助成します。 

・町民税課税世帯には１割負担が求められます。また、所得制限があり、所得額が一定

を超えると助成の対象とはなりません。 

・受給者数＝４８人（18 世帯） 

 

３ 仕事と子育ての両立支援の推進 

○放課後児童健全育成事業補助金 予算額＝１１,50９千円 

・児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、放課後や週末等に児童が安心して生活で

きる居場所を確保するとともに、次代を担う児童の健全な育成を支援するため、放課

後児童クラブの運営に係る費用の一部を補助します。 
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クラブ名 利用児童数 

苫前放課後子どもセンター ２９人 

古丹別放課後児童のんびりくらぶ １２人 

 

 

第２節  子どもが健やかに育つ環境の整備 
基本方針 

安心して子どもを産み、健やかに育てられるよう母子の保健・医療を充実します。また、

子育て環境の充実や子どもを取り巻く環境の整備などに取り組みます。 

 

１ 幼児教育・保育・子育て支援の一体的な推進 

○苫前町子ども子育て条例 

・子どもの育ちや子育てに対する基本的な指針となる「苫前町子ども子育て条例」を制

定し、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整え、子ども

が健やかに成長できる地域社会の実現を目指し、子ども・子育て支援に取り組んでい

ます。 

 

○第２期苫前町子ども・子育て支援事業計画 

・子ども・子育て支援法に基づき、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援につい

ての需給計画である「第２期苫前町子ども・子育て支援計画」を定め、本町における子

ども・子育て支援施策を推進しています。 

・計画期間：令和２年度～令和６年度 

 

２ 母子保健・医療の充実 

○乳幼児等健康診査業務委託 予算額＝2,32６千円 

・乳幼児の健康状況を把握するとともに、保健指導における支援者と保護者との

出会いの場として、円滑な母子保健を推進するため、次のとおり乳幼児等に対

する健康診査を実施します。 

種類等 内容 

乳児健康診査（年６回実施） 身体計測・内科診察・栄養・歯科・育児相談等

を実施するとともに、保護者の育児不安に関す

る助言や支援を行います。 

新生児聴覚検査 新生児の聴覚障がいを早期に発見し、早期療

育ができるよう検査費用を助成します。 

１歳６か月児・３歳児健康診査 

（年４回実施） 

幼児期における心身障害の早期発見や乳歯の

虫歯予防に重点を置き、身体計測・内科診察・

歯科検診・栄養相談・発達相談などを行いま

す。 

妊婦産婦健康診査 妊婦一般健康診査１４回分、超音波検査６回分

及び産婦健診２回分の費用を補助します。 

前期は肝炎等の母子感染予防、後期は貧血予

防・妊娠中毒症予防を重点としています。 

 

○股関節脱臼検診業務委託 予算額＝１３５千円 

・満４か月児に１回実施し、先天性股関節脱臼の早期発見・早期治療に努めるとともに、
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要精検者や要観察者に対し適切な支援を行います。 

 

○乳幼児健康相談、妊産婦・乳幼児訪問 

・育児に関する相談、保健・栄養指導をとおして子どもの健やかな育ちを支援します。 

 

○各種予防接種業務委託 予算額＝8,04１千円 

・感染予防のため、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ＢＣＧ・風しん・麻しん・日本脳

炎・ヒブ・Ｂ型肝炎・ロタウイルス・子宮頸がんウイルスなど、乳幼児及び児童生徒に各

種予防接種を実施します。 

 

○各種任意予防接種費用助成金 予算額＝1,22０千円 

○定期予防接種町外接種者助成金 予算額＝４１６千円 

・おたふくかぜ（未就学児）及びインフルエンザ（高校生まで）の任意予防接種に係る接

種費用について、その全額を助成します。 

・なお、町外の医療機関において接種した定期的な予防接種に係る費用についても、町

内接種の場合と同一の金額を限度として助成します。 

 

○認定こども園発達支援事業補助金 予算額＝４,１３３千円 

・心身の発育につまずきなどがあると見られ、発達支援保育が必要と思われる児童の保

育環境を整備するため、保育施設（２か所）に対し、発達支援保育士１名の配置に係る

費用を補助します。 

 

○留萌中部地域子ども発達支援センター負担金 予算額＝3,19６千円 

・苫前町、羽幌町及び初山別村の共同により、留萌中部地域子ども発達支援センターを

週５日開設し、発達障がいを抱える幼児等に対し、支援事業を行っています。 

・利用者数＝９人 

 

３ 充実した子育て環境の形成 

○放課後児童健全育成事業補助金（再掲） 

 

○カンガルースクールの実施 

・未就学児の親子を対象に、家族間の交流を通して親が子どもへの理解を深められる

よう、親子のふれあい体験の機会を提供します。 

 

○苫前町あんしん生活支援ネットワーク児童部会 

・児童福祉法に基づく「要保護児童対策地域協議会」として「苫前町あんしん生活支援

ネットワーク児童部会」を設置し、要保護児童や要支援家庭に対して関係機関の連携

による支援を実施しています。 

 

４ 青少年健全育成の推進 

○苫前町子ども会育成連絡協議会補助金 予算額＝２５９千円 

・子ども会活動の活性化と健全育成を推進するため、企画や運営について、自立に向け

た指導助言を行うとともに、運営費用の一部を補助します。 

 

○少年少女体験教室（ＴＤＫ） 

・小学生を対象に、地域における自然体験や集団活動を通じて、自立心や協調性、責任
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感を培い、豊かな人間性と社会性をはぐくむことを目的とした体験教室（愛称：とままえ

大好きっ子＝TDK）を通年で実施します。 

 

○宿泊体験事業 

・異なる学年同士が寝食を共にし、調理や清掃などの生活体験や自然体験を通じて自

主性や自立性、社会性をはぐくみ、心身ともに健全な子どもの育成を図ります。 

 

○２０歳（はたち）の集い 予算額＝９９千円 

・２０歳の門出を祝うとともに、社会人としての自覚と責任感の高揚を促すため、式典方

式での集いを実施します。 

 

 

第３節 学校教育の充実 
基本方針 

確かな学力、豊かな人間性、健やかな体を重視した知・徳・体の調和のとれた「生きる

力」をはぐくむ教育の推進と、苫前商業高等学校の存続を念頭に、地域に根ざした特色

ある学校づくりを推進します。 

 

１ 「生きる力」をはぐくむ教育の推進 

○教育備品購入（小学校） 予算額＝１,１１８千円 

・学習の質を高めるため、サイエンススタンド 4 台、体育用抗菌マット 2 枚、平均台１台

などの備品を購入します。 

 

○教育備品購入（中学校） 予算額＝６３５千円 

・学習の質を高めるため、文化箏 3 台のほか、ピクチャーカードやブロックをはじめとし

た特別支援教育用教材を購入します。 

 

○学校図書館用図書購入 予算額＝５５２千円 

・学校図書整備計画に基づき、小学校４１１千円分、中学校 141 千円分の図書を購入し

ます。 

 

○社会科副読本の活用 

・町の産業や文化などをまとめた社会科副読本を活用した授業を通して、郷土に対する

愛着と理解を深めます。 

 

○町費負担教職員の配置 予算額＝５,98１千円 

・古丹別小学校における複式学級運営を支援するため、町費負担による教員１名を配置

し、学校教育の充実と校内体制の強化を図ります。 

 

○学校教育支援員の配置 予算額＝6,02５千円 

・学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に加え、いじめや不登校などの

問題を抱えている児童生徒への支援を行う学校教育支援員２名を配置し、学校教育

の充実や教育相談体制の整備を図ります。 

 

○中体連出場事業補助金 予算額＝７００千円 

・中体連全道大会の出場経費を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 
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○小中学校修学旅行費補助金 予算額＝85６千円 

・小中学生の修学旅行費用のうち、バス代に係る経費の全額を助成し、経済的負担の

軽減を図ります。 

 

○英語指導助手の配置  予算額＝6,66２千円 

・英語指導助手を小中学校に派遣し、外国語によるコミュニケーション能力の向上を図

るとともに、国際理解教育を進め、グローバル社会で活躍できる人材を育成します。 

 

○英語検定試験受験料補助金 予算額＝１０１千円 

○漢字検定試験受験料補助金 予算額＝35７千円 

・小中学生の英語力及び漢字能力の向上と学習意欲の喚起を図ることを目的に、検定

料を補助します。 

 

２ 良好な教育環境の充実 

○小中学校施設整備 予算額＝2,78６千円 

・快適な教育環境の整備と充実のため、小中学校の校舎や設備の修繕、管理用備品の

購入を行います。 

区分 予算額 

小学校 施設等修繕料 ３００千円 

器具修繕料 ４２４千円 

教師用指導書教材購入費 ２５７千円 

学校施設補修用資材費 ７５千円 

校具器具備品購入費 ４９８千円 

楽器購入費 ６０千円 

中学校 施設等修繕料 ３００千円 

器具修繕料 ３４０千円 

教師用指導書教材購入費 ５７千円 

学校施設補修用資材費 ４０千円 

校具器具備品購入費 ４３５千円 

 

○児童・生徒輸送業務委託 予算額＝３5,31６千円 

・遠距離から通学する児童生徒の交通手段の確保や各種学校行事の人員輸送などの

ため、民間委託によるスクールバス（委託先所有車両）を運行します。 

区分 予算額 

長島・香川地区児童輸送業務 8,19２千円 

小川・東川地区生徒輸送業務 ８,４2４千円 

九重地区生徒輸送業務 8,98４千円 

部活動生徒輸送業務 6,23４千円 

各種行事等バス運行業務 3,48２千円 

 

○旭・力昼地区スクールバス運行管理 予算額＝6,21８千円 

・遠距離から通学する児童・生徒の交通手段の確保や各種学校行事の人員輸送などの

ため、民間委託によるスクールバス（町所有車両）を運行します。 

区分 予算額 
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運行管理業務委託 ４,５７７千円 

車両管理費 1,641 千円 

 

○校務支援システム利用料 予算額＝1,62４千円 

・教職員の校務の負担軽減を図るため、校務や児童生徒に関する情報を一元管理する

システムを導入しています。 

 

○スクールサポートスタッフの配置 予算額＝4,36６千円 

・教員業務を支援するスタッフを各小中学校に配置し、教員の負担軽減を図ること

で、教職員が本来担うべき業務に専念できる環境及び児童生徒と向き合う時間

の確保を目指します。 

 

○学校給食費の公会計化 

・経理の透明性の向上、給食の安定的な実施及び教員の業務負担の軽減等を図るた

め、学校給食費を町の会計に組み入れる「公会計制度」を採用しています。 

 

〇学校給食の無償化 予算額＝7,28４千円 

・子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和５年７月から学校給食の無償化

を行います。 

 

○給食調理場用備品購入 予算額＝２５３千円 

・安全・安心な学校給食の提供を維持するため、衛生管理の徹底や調理機器の整備等

を実施します。 

・令和 5 年度は、抗菌まな板 6 枚、抗菌包丁 5 本、防水はかりを購入します。 

 

〇教員住宅改修工事 予算額＝1,３５３千円 

・老朽化により断熱性能が著しく低下した教員住宅 1戸の窓枠（内窓サッシ）の

入れ替えを行い、快適な住環境を整備します。 

 

○要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 予算額＝4,09９千円 

○特別支援教育就学奨励事業 予算額＝６０３千円 

・教育の機会均等を図るため、就学援助及び特別支援教育を必要とする児童や生徒の

保護者に対し、学用品や給食費などを援助します。 

 

３ 地域・家庭・学校の連携 

○苫前町学校運営協議会及び苫前町地域学校協働本部による学校支援 

・地域住民等の参画を得て、学校の運営及びその運営への必要な支援に関して協議す

る機関として苫前町学校運営協議会を開催し、学校運営に対する意見や要望を取り

入れます。 

・また、地域全体で子ども達の学びや成長を支えるため、苫前町地域学校協働本部によ

る学校支援に対する意見聴取を行い、双方の団体が両輪となって本町の教育環境を

サポートします。 

 

○親育講座の実施 

・各小中学校のＰＴＡ研修会の機会を活用し、親の役割についての認識を深めます。 
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○地域学校協働活動の実施 

・学校教育に地域教育資源や住民の学習成果を生かし、多様な教育方法の研究と学習

の深化を目指す取組を推進します。 

 

○ふるさと教育セミナー 予算額＝５４千円 

・地域の教育力を高める学習機会を提供します。 

 

○移動図書室の実施 

・認定苫前こども園、認定古丹別こども園、苫前小学校、古丹別小学校で定期的に移動

図書室を開設し、本の貸し出しを行います。 

 

○ブックステーションの実施 

・各学校等における読書推進活動を支援するため、要望に応じて公民館図書室の所蔵

本を長期間大量に貸し出します。 

 

○苫前商業高等学校後援会補助金 予算額＝9,23７千円 

・地域との連携により苫前商業高等学校の魅力化を進めるとともに、地域に根ざした教

育活動への支援と生徒数確保に向けた対策を実施するため、高校後援会に対して補

助金を交付します。 

取組 概要 

生徒募集活動の実施 道内外の中学校への生徒募集活動（学校説明会や学

校訪問）の実施 

体験入学等に係る送迎用バス借上料の負担 

管外中学校の高校入学者選抜時の宿泊費の助成 

帰省費用の助成 遠方から入学し、若者交流センター等に入居している

生徒に対し、長期休業中における帰省費用の助成（年

３回まで） 

国際交流活動の実施 国際交流活動（英語圏）に参加する生徒（２名程度）に

対する費用助成 

 

通学交通費の助成 交通機関を利用して通学する生徒に対する定期運賃

の助成 

学校諸経費の助成 在学生に対する学校諸経費の一部助成 

入学支度金の支給 新入学生に対する支度金の支給 

検定試験受験料の助成 各種検定の１～３級等合格者に対する受験料の助成 

地域みらい留学への参画 全国広域連携事業に参画し、高校魅力化や共同広告

などを行う 

 

○若者交流センター指定管理料 予算額＝２２,３３０千円 

・苫前商業高等学校の学生寮である若者交流センターに指定管理者制度を適用し、公

の施設のサービスの向上を図っています。 

区分 予算額 

指定管理料 ２２,０３０千円 

小破修繕等費用 ３００千円 

・指定期間：令和４年４月１日～令和６年３月３１日（２年間） 
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〇若者交流センターA 棟玄関ポーチ改修工事 予算額＝2,０３５千円 

・老朽化の著しい玄関ポーチ屋外階段部分のタイルを全面的に改修し、ゴムチップマッ

トに貼り替えます。 

 

○地域連携校の推進（苫前商業高等学校） 

・これからの高校づくりに関する指針において、教育施策としての検証を含めた地域連

携校としての効果や成果を示すなど、地域と連携した教育行政を進めます。 

 

○苫前商業高等学校地域学への支援 

・苫前商業高等学校生徒の全国募集のために必要な「地域学」のカリキュラムを実施し、

苫前町を知ってもらうとともに、商業課程と絡めた教育活動の充実を図るため、地域と

の連携に基づいた支援を行います。 

 

○苫前商業高等学校への支援 

・苫前商業高等学校の魅力ある活動づくりのために、生徒や教諭からの提案があった

取組の実現のための調整・支援を行い、生徒のやる気や達成感の醸成を図ります。 

・予定事業＝苫前市場、自転車ツーリング事業、ＴＯＭＡＣＡＦÉ 
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第２章 健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり 
 

第１節 健康づくりの推進 
基本方針 

町民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち「自分の健康は自分でつくるもの」を基本と

し、それぞれの年代に応じた健康づくりや保健サービスを充実します。 

 

１ 健康づくりを行う環境の醸成 

○苫前町食生活改善協議会補助金 予算額＝７７千円 

・協議会は、食生活改善推進員養成講座修了者である推進員によって構成されていま

す。 

・推進員は、栄養及び食生活改善を目指し、町民の健康増進と体力づくりのための教室

活動の実施や研修会の開催に取り組んでいます。 

 

２ スポーツによる健康づくりの推進 

＊「第３章 町民主体の地域コミュニティ豊かなまちづくり」「第５節 スポーツ・芸術・文化

活動の推進」「１ スポーツ活動の充実」に包括 

 

３ 地域保健対策の推進 

○結核予防健診 予算額＝３３千円 

○エキノコックス症検診 予算額＝５８千円 

○胃がん検診 予算額＝１,１６２千円 

○肺がん検診・大腸がん検診 予算額＝１,１０９千円 

○子宮がん検診 予算額＝９４４千円 

○乳がん検診 予算額＝６１９千円 

○骨粗しょう症検診 予算額＝１８千円 

○Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検診 予算額＝６６千円 

・がん検診などを実施し、疾病の早期発見・早期治療を図ります。 

・検診項目により一部受益者負担が伴います。 

 

○特定健康診査等 予算額＝2,92３千円(国保特会) 1,18３千円（一般会計） 

・４０歳から７４歳までの国保加入者及び健康保険被扶養者の方を対象とし、メタボリッ

クシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査を実施します。 

・後期高齢者、30 歳から 39 歳の町民、生活保護世帯に対しても同内容の健康審査を

実施します。 

公民館等で実施する集団健診方式に加え、国保加入者及び後期高齢者は業務委託

契約を交わした町内医療機関等で随時受診することができます。 

 

○健康管理システム保守業務委託 予算額＝1,02３千円 

・各種の健康診査や予防接種の記録を管理し、町民の健康増進を図るため、健康管理

システムを運用しています。 

 

○風しん追加的対策事業 予算額＝３９６千円 

・予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて

低い昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生まれ、抗体率が低いと認め



- 11 - 
 

られた男性を予防接種法に基づく定期接種対象として、令和７年３月までの間、無料に

よる定期接種を行います。 

 

○新型コロナウイルスワクチン接種事業 予算額＝8,95６千円 

・新型コロナウイルスにかかるワクチン接種について、接種を希望する方への接種を町

内医療機関にて実施します。 

 

４ 地域医療体制の拡充 

○苫前町地域医療確保事業補助金 予算額＝９,０００千円 

・町内の医療機関を対象として、代診医師や医療専門職の確保等、地域医療体制の安

定を図る事業に対して補助を行います。 

 

○へき地患者輸送車運行事業業務委託 予算額＝6,06６千円 

・町内の方を対象に苫前厚生クリニックへの送迎を行います。 

 

○苫前厚生クリニック検査機器導入及び更新事業補助金 予算額＝32,24６千円 

・苫前厚生クリニック検査機器の老朽化に伴う検査機器等の更新及び診療体制強化の

ための機器導入に要する費用を助成します。 

・令和５年度は、電子カルテ及び新型コロナウイルス等検査機器の導入、血圧脈波検査

装置及び患者監視装置送信機の更新を予定しています。 

 

○苫前歯科施設借上料 予算額＝２,２５８千円 

・苫前地区の歯科受診環境を整備するため、苫前地区所在の歯科診療施設を苫前町

立歯科診療所として借り上げます。 

 

○二次救急医療体制確保負担金 予算額＝1,82０千円 

・留萌市立病院において実施する二次救急医療体制の確保を行い、二次救急医療の円

滑な推進を図ります。 

 

○道立羽幌病院に対する地域医療体制の確立に向けた要請 

・北海道に対し地域住民への安定した医療の提供に向け、医師及び医療技術者の安定

的な確保と地域への定着化を実現するため、次のとおり要請しています。 

＝北海道が策定した医師確保計画に基づく具体的な対策を講じること 

＝医療従事者の確保と充実 

＝固定医の確保と常勤化 

＝回復期患者の受入体制の拡大と充実 

 

○苫前厚生クリニック２階の有効活用に向けた検討 

・ＪＡ厚生連との共催による認知症カフェ「オレンジカフェとままえ」の実施に取り組むとと

もに、健康づくりの拠点として位置づけ、その他の有効活用について継続して協議検

討を進めます。 
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第２節 地域で支える福祉の推進 
基本方針 

住み慣れた地域において高齢者、障がい者、子どもなどすべての町民が健康でともに

支え合いながら生きる地域ぐるみの福祉体制の確立をめざします。 

 

１ 地域福祉活動の促進 

○苫前町社会福祉協議会運営補助金 予算額＝１7,55０千円 

・地域の福祉活動を幅広く支援するとともに、各種の福祉サービスを実施している社会

福祉協議会に対し、補助金を交付します。 

区分 予算額 

法人運営事業 8,62９千円 

介護保険事業 8,92１千円 

 

○苫前町民生委員児童委員協議会運営補助金 予算額＝４５１千円 

・民生委員及び児童委員活動の充実を図るために、各種活動費を助成します。 

 

○苫前町遺族会運営補助金 予算額＝３９千円 

・遺族会への活動運営費の一部として補助金を交付します。 

 

○まちなかサロン実行委員会運営補助金 予算額＝６０千円 

・高齢者の健康・見守り対策を目的とした実行委員会への活動運営費の一部として補

助金を交付します。 

 

２ 人にやさしいまちづくりの推進 

○にこにこタクシー運行事業 予算額＝19,43３千円 

・町内に居住する満７０歳以上の方や障害者手帳等を所持している方を対象に、自宅か

ら町内目的地まで１回４００円、道立羽幌病院まで１回８００円の負担で、タクシーを利

用できる支援施策を実施します。 

区分 予算額 

運行業務委託 8,54０千円 

利用料金助成 10,89３千円 

 

○訪問看護ステーション利用者交通費助成金 予算額＝19２千円 

・訪問看護ステーションによる訪問看護サービスを受ける方に対して、利用者負担とな

る交通費の一部を助成します。 

 

３ 要配慮者の見守り活動の促進 

 

 

第３節 高齢者福祉の推進 
基本方針 

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、社会参加の機

会を充実するとともに、支援を必要とする高齢者の生活を支援します。また、介護サービ

スを必要とする高齢者に必要なサービスが提供されるよう、適切な介護サービス提供の

確保と持続可能な介護保険制度の構築をめざします。 
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１ 生きがいづくりの推進 

○シニアスクールの開設 

・激しく変化する社会情勢への対応や健康の維持増進、さらには社会への積極的な関

わりをもつための学習と交流の場を提供します。 

 

○老人クラブ連合会運営補助金 予算額＝６７６千円 

・老人クラブ連合会及び単位老人クラブの活動を支援するため、運営・活動費の一部に

対し補助金を交付します。 

区分 予算額 

町連合会補助 ３００千円 

各単位クラブ補助 ３７６千円 

 

○苫前町高齢者事業団運営補助金 予算額＝４００千円 

・高齢者事業団の活動を支援するため、運営・活動費の一部に対し補助金を交付しま

す。 

 

２ 介護予防の推進 

○第８期苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

・「第８期苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、誰もが住み慣れ

た地域での安定した暮らしが継続していけるよう「地域包括ケアシステム」の構築に取

り組んでいます。 

・計画期間：令和３年度～令和５年度 

 

   ○高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託  予算額＝3,498 千円 

     ・令和 5 年度で第 8 期苫前町保健福祉計画・介護保険事業計画の計画期間が満了と

なるため、次期計画の策定について取り組みます。 

 

３ 生活支援の充実 

○生きがいデイサービスセンター指定管理料 予算額＝９,６００千円 

・通所型サービス提供事業所である苫前町生きがいデイサービスセンターに指定管理

者制度を適用し、公の施設のサービス向上を図ります。 

区分 予算額 

指定管理料 ９,２００千円 

小破修繕等費用 ４００千円 

・指定期間：令和４年４月１日～令和８年３月３１日（４年間） 

 

○緊急通報システム設置業務委託 予算額＝4,32４千円 

・在宅で生活している寝たきりの高齢者などの方に、緊急通報発信器を貸与し、急病や

火災などの緊急時に対応するよう業務委託します。 

・設置台数＝８３台 

 

○生きがい活動支援事業補助金 予算額＝７,35４千円 

・在宅で生活している高齢者の自立した日常生活を支援するため、社会福祉法人等が

実施する福祉サービス事業に係る費用に対して補助金を交付します。 

・補助対象事業は、除雪サービス事業、排雪サービス事業、見守りサービス事業、配食
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サービス事業及び福祉有償運送事業です。 

 

○介護サービス利用者負担軽減事業補助金 予算額＝７８千円 

・介護サービスの利用を促進するため、低所得の利用者の経済的負担を軽減する社会

福祉法人の取組に対して、軽減費用の一部を助成します。 

 

○介護職員等修学就労雇用資金助成事業補助金 予算額＝１,３５０千円 

・介護事業者に対する新卒等の雇用やスキルアップに必要な資金の供給と就業予定者

への修学資金の給付を行います。 

修学資金 月額５万円 

雇用資金 月額３万円 

キャリア助成 １法人当たり１５万円～４５万円 

 

○老人保護措置費 予算額＝6,15３千円 

・市町村が老人福祉施設入所の措置をとった場合に、その市町村が支弁義務者として、

入所委託した施設に対して費用を支払います。 

・令和５年度は、２人分を予定しています。 

 

４ 地域ケア体制の強化 

○地域ケア会議の開催 

・高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進め、地

域包括ケアシステムの実現に資するため、地域ケア会議を開催しています。 

 

 

第４節 障がい者（児）福祉の推進 
基本方針 

障がい者が地域のなかで支えられながら自立して生きることができるよう、社会参加

を促進し、福祉サービスを充実させます。 

 

１ 社会参加の促進と就労支援の推進 

○地域活動支援センター事業業務委託 予算額＝1,35０千円 

・苫前町に在住している障がい者の創作的活動や生産活動の機会の提供と社会との交

流の促進を図ります。 

 

２ 相談支援の拡充 

○基幹相談支援センター事業業務委託 予算額＝１,３００千円 

・苫前町に在住する障がい者及び障がい児又はその家族が地域で安心して生活できる

よう、町が実施している相談支援業務の一層の充実・強化を図ります。 

 

３ 地域生活支援の拡充 

○自立支援給付・地域生活支援事業 予算額＝113,40３千円 

・障害者自立支援法に基づき、身体、知的及び精神の各障がい者並びに障がい児に対

し、介護給付費、訓練等給付費及び自立支援医療の給付を行うとともに、自立した日

常・社会生活を営むことができるよう地域生活支援事業を実施します。 

主な給付等の内容 予算額 

障害福祉サービス等給付費 85,18１千円 
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補装具給付費 １,０００千円 

自立支援医療給付費 6,65４千円 

地域生活支援事業（成年後見制度利用支援事業費） ４５６千円 

地域生活支援事業（日常生活用具給付費） 2,04３千円 

障害児通所支援等給付費 16,77７千円 

 

○障害者管理システム保守業務委託 予算額＝６２７千円 

・身体、知的及び精神の各障がいの手帳所有者を一元管理することで、障害福祉サー

ビスや地域生活支援の提供体制を整え、迅速に対応できるよう障害者管理システムの

保守管理業務を委託します。 

 

   ○障がい者計画策定業務委託  予算額＝2,68４千円 

・障がいのある方又は障がいのある児童の地域生活を支援するため、サービスの必要

量を見込み、その提供体制の確保を図るため、障がい者福祉計画（第 7 期）及び障が

い児福祉計画（第 3 期）の策定について、取り組みます。 

 

○重度心身障害者医療給付事業 予算額＝５,１９８千円 

・身体障害者手帳の等級が１級、２級及び３級（内部障害のみ）の方、療育手帳がＡ判定

の方、精神障害者保健福祉手帳が１級の方に医療費の助成を行います。 

・町民税課税世帯には１割負担が求められます。また、所得制限があり、所得額が一定

を超えると助成の対象とはなりません。 

・受給者数＝重度：17 人・障老：６７人 

 

 

第５節 社会保障制度の適正な運用 
基本方針 

すべての町民が、健康で文化的な生活が送れるよう、社会保障制度の周知と適正な運

用に努めます。 

 

１ 医療保険制度の適正な運営 

○後期高齢者医療療養給付費負担金 予算額＝６3,41４千円 

・後期高齢者医療制度に基づき、７５歳以上の方（６５歳以上で一定の障がいがある方

を含む）の健康増進と適切な医療の確保を図ります。 

 

２ 介護保険事業の適正化 

○第８期苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（再掲） 

 

３ 国民年金制度の周知 

○広報紙による周知 

・広報「とままえ」に国民年金制度に関する記事を毎号掲載し、啓発及び周知を図りま

す。 

 

４ 生活自立への支援 

○生活困窮者自立支援制度の推進 

・働きたくても働けない、住むところがないなど、生活困窮者への支援について、地域の

相談窓口である「るもい生活あんしんセンター」（設置者：北海道留萌振興局）等と連
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携し、推進しています。 

 

 〇電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業 予算額＝１５,４０９千円 

・価格高騰による負担増で特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世

帯）に対して、１世帯あたり３万円を給付します。 

 

○暖房用燃料購入費等助成事業 予算額＝４,67２千円 

・低所得世帯に対し、令和５年１２月１日現在における灯油１㍑当たりの小売り価格を基

に、１世帯当たり１００㍑分の暖房用燃料購入費等を助成します。 

 

○生活保護法の適正運用 

・生活保護法の適正な運用に資するため、相談、申請手続き等の助言及び支援、受給

者への保護費の支給等を行います。 
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第３章 町民主体の地域コミュニティ豊かなまちづくり 
 

第１節 人権の尊重 
基本方針 

関係機関と連携しながらさまざまな人権問題に対する取り組みを総合的に推進しま

す。 

 

１ 啓発・教育活動の推進 

○地域人権啓発活動活性化事業 

・町内の催し物などでの人権啓発活動を実施し、人権尊重思想の普及と高揚を図りま

す。 

 

２ 人権相談体制の充実 

○特設人権心配ごと相談所の開設 

・人権擁護委員との連携を強化し、人権問題や心配ごとなどに係る「特設人権心配ごと

相談所」を開設するなど、相談活動の充実を図ります。 

 

 

第２節 男女共同参画社会の推進 
基本方針 

地域・家庭・学校・職場といった、社会のあらゆる分野において、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮できる、いきいきと活動できる社会の実現に努めます。 

 

１ 男女平等の意識づくりの推進 

○男女共同参画の推進 

・男女平等参画の意識の向上を図るため、令和 2 年度に策定した苫前町男女共同参画

基本計画に基づき、あらゆる領域において、学習機会の充実や各種審議会等に女性

の登用を図ります。 

 

２ 男女共同参画の推進 

○男女共同参画の推進（再掲） 

 

 

第３節 協働によるまちづくり 
基本方針 

町民と行政が相互理解を深めながら、町民参画の機会や協働でまちづくりを推進する

仕組みづくりや場づくりに努めるとともに「第２期苫前町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

に基づく、人口減少の克服と地方創生の推進を図ります。 

 

１ 町民参画の仕組みづくり 

○まちづくり基本条例の推進 

・条例に掲げるまちづくりの基本理念を実現するため、「まちづくりに関する情報の共有」

と「まちづくりへの町民参加」を推進します。 

・まちづくり懇談会等の開催 
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＝住民のだれもが自らまちづくりについて考え、議論できる場や機会を積極的に設け

ます。 

・パブリックコメントの実施 

＝総合振興計画などのまちづくりに関する重要な施策の立案にあたっては、決定前に

広く町民からの意見を求めるパブリックコメントを実施し、その意見に対する町の考

え方を公表します。 

 

○広報紙の発行 予算額＝2,79９千円 

・町民に身近で分かりやすい行政情報を提供することを目的に、毎月１回、広報「とまま

え」を発行します。 

 

○LINE を活用したすべての住民のための持ち運べる町役場事業 

予算額＝1,42４千円 

・スマホアプリとして広く普及している「LINE」を活用し、町民ニーズに合わせた行政情

報の配信、アンケート調査や施設予約などの様々な機能を提供することで、スマホから

いつでもどこでも問合せや手続等ができる環境を構築します。 

 

○政策・予算説明概要書の発行 

・総合振興計画に基づいたまちづくりの進捗状況と予算の使われ方などを分かりやすく

説明した「政策・予算説明概要書」を発行します。 

 

○議会中継システム賃借料 予算額＝３,４５９千円 

・映像配信機器を賃借し、中継システムの機能強化とサービス向上を図っています。 

・議会の様子は、苫前町役場、苫前地区コミュニティセンター及び苫前町公民館の各ロ

ビーに設置するモニターで視聴することができます。 

 

２ 協働の担い手の育成 

 

３ 定住・移住の促進とＵ・Ｉターン希望者への支援 

○第２期苫前町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・人口減少の克服と将来にわたって活力ある地域社会を実現していくために、第２期苫

前町まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進しています。 

・総合戦略の推進にあたっては、苫前町地方創生戦略推進会議において、各施策の進

捗状況や取組内容について検証するとともに、住民ニーズを踏まえた見直しを必要に

応じて行います。 

・計画期間：令和３年度～令和７年度 

 

○地域おこし協力隊事業 予算額＝3,95７千円 

・都市地域から本町に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・

ＰＲ等の「地域協力活動」行いながら、本町への定住・定着を図ります。 

・令和５年度は、募集業務を民間委託により実施します。 

 

○とままえの未来を担う GX・BX・DX ローカルベンチャー創出事業 

予算額＝9,92１千円 

・「これからの苫前町を担う人材」を発掘し、町をけん引するベンチャー（起業・

創業・事業立ち上げ者）に育成するため、発掘した人材が活躍できる土台を構
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築し、地域課題解決型ビジネスを生み出し、自立自走できるような環境を整備

する。 

・計画期間：令和５年度～令和７年度 

 

○結婚祝金事業交付金 予算額＝１,６００千円 

・町内在住者の結婚を祝福するとともに、人口減少の防止と定着化を図り、町の活性化

を推進するため、結婚された方に結婚祝金（１組当たり２０万円）を交付します。 

 

○結婚新生活支援事業補助金 予算額＝９００千円 

・新規婚姻世帯の婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的に、住居費（家賃、住宅

購入費及びリフォーム費用）及び引越費用の一部を助成します。 

 

○とままえ交流事業実行委員会運営補助金 予算額＝６８０千円 

・地域における交流の場を創出し、出会いの場の提供を図ることにより、地域に留まる仕

組みづくりを構築します。 

・セミナー開催、婚活交流会、とままえ学び塾、異業種交流会など 

 

○北海道移住促進協議会負担金 予算額＝５０千円 

・道内への移住交流の促進や関係人口の拡大を通じ、地域の活力の維持・向上や地方

創生の推進を官民連携して行うため、移住交流等の促進に係る周知活動の実施や情

報収集等に取り組んでいます。 

 

○留萌中部振興協議会広域連携事業 予算額＝２０４千円 

・留萌中部振興協議会（苫前町、羽幌町及び初山別村で構成）において、構成町村が連

携して関係人口の創出に向けたＰＲ活動に取り組んでいます。 

・令和 5 年度は、関係人口創出事業として、ふるさと納税寄附者の確保や地域に対する

「応援団」の獲得に向け、東京都・札幌市で開催される物産展イベントに出展する予定

です。 

 

 

第４節 地域コミュニティ・地域間交流の推進 
基本方針 

地域の活性化を図るため、町内会加入率の向上に努めるとともに、町内活動の支援や

活動環境の充実に努めます。また、地域間交流はもとより、多文化の共生を目指した交

流機会の創出に努めます。 

 

１ コミュニティ意識の啓発 

○地域集会施設維持補助（交付）金 予算額＝１,４４２千円 

・地域集会施設の管理運営に対する支援を行います。 

 

○地域集会施設改修補助金 予算額＝４３０千円 

・地域集会施設の生活改善に加え、老朽化に対応した施設の改修などに伴う費用の一

部を支援します。 

施設名 修繕概要 

九重コミュニティセンター 窓枠塗装工事 

各地域集会施設 小修繕 
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２ 町内会活動の活性化の促進 

○苫前町町内会連合会補助金 予算額＝１０３千円 

・住民が主体となって行うまちづくり活動の実施、地域での絆づくり及び他市町村の町

内会との交流を今後の町内会活動の発展に活かすために支援を行います。 

 

○住民同士がふれあえる機会の充実 予算額＝７２９千円 

・町内の各世代が交流できるイベントや祭りなどを開催する団体に、補助金を交付しま

す。 

団体名 補助金額 

緑ヶ丘公園さくらまつり実行委員会 ３６６千円 

苫前ふるさとまつり実行委員会 １５５千円 

古丹別ふるさとまつり実行委員会 ２０８千円 

 

３ 広域交流の充実 

○東京苫前会の会員募集 

・現在、東京都内・関東圏に居住する苫前町出身の方、または苫前町にゆかりのある方

を会員とし、ふるさと苫前町の振興・発展に寄与することを目的に「東京苫前会」が平

成３０年８月に発足しています。 

・この取組が首都圏に居住する方々とふるさと苫前をつなぐきっかけとなるよう取り組み

ます。 

 

○札幌苫前会（仮称）の設立準備 予算額＝１１０千円 

・ふるさと苫前の応援団となってもらえるよう、苫前町出身の方や苫前町にゆかりのある

方で構成する札幌苫前会の設立に向け、準備を進めます。 

 

 多文化共生の推進 

○国際情勢理解教育などの実践 

・次代を担う青少年の国際感覚を育てるため、英語指導助手や民間交流団体と連携し、

外国語教育や国際情勢理解教育を行います。 

 

 

第５節 スポーツ・芸術・文化活動の推進 
基本方針 

町民一人ひとりが生涯にわたり学習できる環境を整えるとともに、学んだ成果をまちづ

くりに活かす仕組みづくりを進めます。また、芸術や文化に親しむ機会の提供や、町民の

自主的な活動を支援します。 

子どもから高齢者まですべての世代が心身ともに健康で暮らすことができるよう、スポ

ーツに親しむ機会の創出に努めます。 

 

１ スポーツ活動の充実 

○スポーツ大会・体験事業等の実施 

・町民ソフトボール大会 

＝手軽に参加できるソフトボール競技を通し、住民の交流の機会及び体力づくりの場

を提供します。 

・フットサルフェスティバル２０２３ 
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＝中学生から一般を対象に、普段あまり親しむことの少ないフットサル競技を通して住

民の連帯意識を高める場を提供します。 

・ニュースポーツ体験事業（ディフレクト体験、プールでＳＵＰ体験） 

＝体を動かす機会に関心をもってもらうため、新たな種目の運動機会を提供すること

で、スポーツの普及と浸透などを図ります。 

 

○水泳教室・スポーツ教室等の実施 

・ジュニアスイミングスクール、レベルアップスイミングスクールを開催し、水泳の初歩的

な技術から本格的な技術までの習得機会を提供します。 

・また、体育協会加盟団体等の協力により、各種スポーツ教室を開催します。 

・小学生を対象にした少年少女スポーツチャレンジクラブ（ＳＣＣ）を実施し、

体を動かす機会を提供し体力向上を目指します。 

 

○健康づくり教室の実施 

・北海道健康づくり財団の支援により、誰もが気軽に取り組むことができる運動や体調

を整えるための運動を通して、運動の生活化による住民の健康増進を図ります。 

 

○体育協会補助金 予算額＝５３９千円 

・体育協会の活性化と自主運営のため、運営に関する指導助言を行うほか、活動経費

の一部を補助します。 

 

○スポーツ大会等参加補助金 予算額＝６４１千円 

・練習の成果を発揮する場の提供、全道より参集した少年団員相互の交流、仲間意識

の高揚により少年団活動の活性化を図ります。 

 

○Ｂ＆Ｇ事業参加者補助金 予算額＝１３８千円 

・練習の成果と課題の把握、全道より参集した団員相互の交流、仲間意識の高揚により

少年団活動の活性化を図ります。 

 

２ 芸術・文化活動の充実 

○文化協会補助金 予算額＝１５４千円 

・町民の自主的な文化活動を支援し、地域に根ざした文化の創造を促すため、各団体の

活性化と自主運営のための指導助言を行うほか、活動経費の一部を補助します。 

 

○舞台芸術サポーターズ補助金 予算額＝１,８００千円 

・優れた舞台芸術の鑑賞機会を充実するために、芸術家等の招へいに要する活動経費

の一部を補助します。 

 

○町民参加型舞台の制作への支援 

・町民が参画して舞台芸術を制作する取組を支援します。 

 

○児童生徒向け芸術鑑賞事業の実施 

・小中学生に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供し、豊かな感性と情操を育みます。 

区分 作品等 

小学生 劇団たんぽぽ「ルドルフとイッパイアッテナ」 

中学生 伝統文化みらい塾「はじめての歌舞伎鑑賞教室」 
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○一般向け舞台芸術鑑賞事業の実施 

・優れた舞台公演を公民館で開催し、地域住民が芸術文化に触れ、身近に親しむことが

できる機会を提供します。 

 

○読書感想文コンクールの実施 予算額＝４６千円 

・本の良さや読書の楽しさを伝えるとともに、自己の考えを表現する機会を提供します。 

 

○小中学校書道美術展の実施 

・小中学校の書道美術作品のコンクールを行い、優秀作品を公民館フェスティバル展示

部門に合わせ展示するとともに、各学校で巡回展示を行います。 

 

○公民館フェスティバルの実施 

・住民の文化活動の成果発表の場として、展示部門と舞台部門を行うとともに、苫前商

業高等学校の生徒が地域との交流を図ることができる機会を作ります。 

・友好都市と文化交流を図るため、桑名市長島町の文化作品の交換展示を行います。 

 

○ロビー展の実施 

・苫前町公民館ロビーを利用し、公民館及び留萌信用金庫古丹別支店の利用者が北海

道二科会写真展や町内の団体・個人の作品等の展示を実施することで、活動成果の

発表の場を提供します。 

 

○郷土史研究会補助金 予算額＝１８千円 

・住民の郷土史に関する研究や資料収集活動を促進するため、運営に関する指導助言

を行うほか、活動経費の一部を補助します。 

 

○くま獅子保存会補助金 予算額＝７０千円 

・町無形文化財「くま獅子舞」の保存継承のため、運営に関する指導助言を行うほか、活

動経費の一部を補助します。 

 

○くま獅子保存会結成５０周年記念事業補助金 予算額＝５６４千円 

・苫前町の無形文化財第 1号となる苫前町くま獅子保存会が結成５０年を迎える

ため、記念事業として記念誌及びＤＶＤ製作などの費用について補助します。 

 

○北海道子どもかるた大会出場事業補助金 予算額＝20８千円 

・北海道の伝統的な文化活動である下の句かるたの普及及び日頃の練習の成果の発

揮の場の提供として、全道大会への出場経費の一部を補助します。 

 

○埋蔵文化財の管理 

・埋蔵文化財の適切な保存管理を行うとともに、その展示を行い、考古資料を活用した

学習・研究活動を行います。 

 

○資料館特別展の実施 

・道北地区博物館等連絡協議会特別展など、道内博物館等の協力を得ながら特別展示

を実施し、資料館活動の普及を行います。 
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   〇北海道指定文化財「木造十一面観音立像」の一般公開 

・北海道指定文化財「木造十一面観音立像」が本年４年に１回の一般公開の年に

あたることから、文化財を観覧する機会を提供し、文化への意識、関心を高め

ます。 

 

○凧あげ大会実行委員会補助金 予算額＝86０千円 

・本町の気候風土に根ざした凧づくりを通して凧あげ文化の推進を図るため、運営に関

する指導助言を行うほか、活動経費の一部を補助します。 

 

３ 多様な学習機会の提供 

○第９次苫前町社会教育中期計画 

・本町の社会教育の現状と課題を把握し、計画的な事業推進を図るための基本的な方

向性や施策を取りまとめた苫前町社会教育中期計画を推進します。 

・計画期間：令和３年度～令和７年度 

 

○公民館講座の実施 

・町民に趣味や教養など様々な学習機会を提供し、ライフワークの充実と社会的スキル

の向上を図るとともに、参加者同士の交流を進め、新しいコミュニティ形成のきっかけ

づくりや地域のために自主的な行動ができる人づくりの場を提供します。 

 

○生涯学習推進アドバイザー設置事業 予算額＝２,７７８千円 

・社会教育に関する専門的な業務・指導及び学習相談などの業務を行い、町民のニー

ズに合わせた学びの場の提供や人とのつながりをコーディネートする生涯学習推進ア

ドバイザー１名を公民館に配置します。 

 

○第３次苫前町子どもの読書活動推進計画 

・子どもたちが読書を通して豊かにたくましく成長することを願い、学校・家庭・地域・関

係機関が連携し、子供たちの読書環境の整備を進めるため、苫前町子どもの読書活

動推進計画を策定し、取り組んでいます。 

・計画期間：令和３年度～令和７年度 

 

○新刊図書・ＡＶ資料等の購入 予算額＝８９０千円 

・蔵書の充実を図り、利用者のリクエストに応えるため、五味商店基金を充当し、定期的

に新刊図書等の購入を行います。 

 

○「あったかだっこ★すきすき絵本」の実施 

・０歳児からの読書普及を推進し、親子の触れ合いの時間を確保できるよう、乳幼児検

診時にブックスタート事業を実施します。 

 

○「本とあそぼう」の実施 

・読書ボランティアが主体となり、幼児と親を対象に絵本の読み聞かせや設定遊び、本

の貸し出し等を通じて読書普及活動を実施します。 

 

○図書室フェスティバルの実施 

・公民館フェスティバルに併せ、図書展やおはなし会、除籍図書・雑誌の無料提供などを

実施し、図書室活動をＰＲします。 



- 24 - 
 

 

○相互貸借の実施 

・図書室に蔵書していない図書のリクエストに応えるため、道立図書館のネットワークを

活用し、道立図書館や他の図書館との相互貸借を実施します。 

 

○公民館冷却水系統自動制御器取替修繕 予算額＝２８６千円 

・公民館の冷房機器に水を送るための自動制御器の取り替えを行います。 

 

○公民館講堂床暖房系統暖房循環ポンプ取替修繕 予算額＝２４２千円 

・公民館講堂床暖房のために温水を送るための循環ポンプの取り替えを行います。 

 

   〇緑ヶ丘スキー場リフト緊急停止用操作線改修修繕 予算額＝73７千円 

・緑ヶ丘スキー場リフトの緊急停止用ボタン及びこの操作を行うための配線の改修を行

います。 

 

○三角点スキー場照明改修工事 予算額＝９,０２０千円 

・三角点スキー場の木柱及び照明器具が劣化していることから、コンクリート柱及びＬＥ

Ｄ照明へ取り替えを行います。 

 

○Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根改修工事 予算額＝５６,９９１千円 

・Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根の鉄骨及び屋根・壁の膜が経年劣化していることから、鉄骨

の一部と屋根・壁の膜の取替を行います。 

 

   〇スポーツセンターホール高天井照明器具取替工事 予算額＝88０千円 

・スポーツセンターホールの照明（水銀灯）が建設当初のものであり、生産終了している

ことから、ＬＥＤ照明への取り替えを行います。 

 

○パークゴルフ場備品購入費 予算額＝４０３千円 

・苫前パークゴルフ場のスタート台マットが経年劣化していることから、９ホール分のマッ

トの取り替えを行います。 
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第４章 活気あふれるにぎわいのまちづくり 
 

第１節 農業の振興 
基本方針 

生産性の向上や農畜産物の付加価値化、ＧＰＳ等を活用したスマート農業を含めた技

術の高度化による安定した農業経営の確立をはじめ、農業の生産基盤の整備を進め、農

地の保全に努めるとともに、担い手・団体の育成や農畜産物の消費拡大に加え、農産物

や加工品のブランド化を推進し、農村地域の活性化を図ります。 

 

１ 魅力ある産地づくりの推進 

○第６期苫前町農業振興計画 

・農業者所得の向上及び持続可能な農業の実現を図るため、苫前町農業振興計画を更

新します。 

・計画期間：令和４年度～令和９年度 

 

○農産物や加工品のブランド化の推進 

・るもい農業協同組合苫前支所で開発した苫前町産ゆめぴりか使用の「あまざけ」のよ

うに、町の特産品である米やメロン、ミニトマト、カボチャ等をはじめとする農産物を、

「苫前ブランド・６次産業化チャレンジ支援事業助成金」等を活用して加工品とともにブ

ランド化を推進することにより、付加価値を高め、町の魅力ある地域資源について、情

報発信の強化を図ります。 

 

○農業支援対策事業補助金 予算額＝１,７３０千円 

・るもい農業協同組合苫前支所が事業主体となって行う産地づくり対策（堆肥施用促

進、排水改善促進、環境保全）に対し、補助金を交付します。 

 

２ 農業経営の向上 

○スマート農業の普及推進 

・町内全域における光ファイバー網の整備を見据え、農地Ｗｉ-Ｆｉの整備などを検討し、

今まで様々な事業において導入してきた機器（自動操舵トラクター・走行アシスト田植

機・ハウスの自動換気システム）の利便性の向上や通信の安定を図り、町内全域にお

いて対応機器を導入できるよう、スマート農業の推進をさらに進めます。 

 

○ＲＴＫ基地局整備事業補助金 予算額＝６６２千円 

・トラクターの自動走行等を行うスマート農業の普及・推進するための根幹となる設備で

あるＲＴＫ基地局の整備に対するリース料に補助金を交付します。 

 

〇苫前町農畜産物経営支援事業 予算額＝11,４００千円 

・昨今の円高等の影響による農業資材や光熱費などの高騰により、生産コストが上昇す

る一方、牛乳製品や主食用米等の需要が低迷していることから、生産者の抑制的な生

産を支援し、収益の安定を通じた農業経営の改善を図ります。 

 

○農地情報管理システム保守点検業務委託 予算額＝４８４千円 

・農家台帳システム及び農地地図システムの活用による農地流動化の迅速な手続に必

要な支援を行い、農地情報管理の充実を図ります。 
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○農業経営基盤強化資金利子補給補助金 予算額＝8７千円 

・農協が農業者に貸し付けした農業経営基盤強化資金の未償還貸付残高の利子相当

分を利子補給します。 

 

○畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金 予算額＝2６千円 

・融資金融機関が大家畜経営体に貸し付けた畜産経営維持緊急支援資金の未償還貸

付残高の利子相当分を利子補給します。 

 

○経営所得安定対策等推進事業補助金 予算額＝3,95８千円 

・販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付するこ

とにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦・大豆等への作付転

換を促します。 

 

○中留萌酪農ヘルパー利用組合補助金 予算額＝１,３３７千円 

・苫前町・羽幌町・初山別村の３町村共同により利用組合を設置し、酪農ヘルパー３名を

配置しています。 

・町内酪農家（１６戸）が酪農ヘルパーを利用するに当たり、その費用の一部を助成しま

す。 

 

○苫前町鳥獣被害防止計画等の推進 

・町や農協・漁協等関係団体から構成された苫前町有害鳥獣被害対策協議会並びに苫

前・小平鳥獣被害防止対策広域協議会にて策定した「苫前町鳥獣被害防止計画並び

に苫前・小平鳥獣被害防止対策広域協議会鳥獣被害防止計画」に基づき、鳥獣による

被害防止対策を進めます。 

 

○有害鳥獣対策事業 予算額＝４,７２７千円 

・有害鳥獣駆除対策を推進します。 

区分 予算額 

報酬 ２１０千円 

消耗品費等 １５９千円 

駆除鳥獣廃棄処理料 １，３８５千円 

駆除委託料 ２,８６０千円 

備品購入費 １１３千円 

 

○新規銃猟免許取得費補助金 

○新規銃猟免許取得者銃器等購入費補助金 

・エゾシカ駆除活動の担い手育成のために、銃猟免許取得に要する費用に加え、銃器

等を購入する費用の一部を助成します。 

事業名 補助金額 

新規銃猟免許取得費補助金 ８５，６５０円 

新規銃猟免許取得者銃器等購入費補助金 購入費の１／２（上限１０万円） 

 

３ 担い手の育成と労働力の確保 

○畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 予算額＝13,1７７千円 

・飼料生産基盤を整備することにより、飼料自給率の向上及び飼料生産コストの低減を
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図り、町内の酪農振興の発展に努めます。 

・草地整備＝３３．８０ｈａ 

 

○苫前町酪農組合補助金 予算額＝６５０千円 

・酪農振興に係る活動費及び乳牛検定事業などの経費の一部を補助金として交付しま

す。 

 

○苫前町家畜畜産物自衛防疫組合補助金 予算額＝４７千円 

・家畜の防疫や情報交換などの経費の一部を補助金として交付します。 

 

４ 農地の保全・担い手への集積 

○苫前ダムの豪雨災害における防災・減災対策の推進 

・近年多発する豪雨災害への対策として国から示された「既存ダムの洪水調節機能の

強化に向けた基本方針」に基づき、「古丹別川水系治水協定」を国、北海道及び土地

改良区との間で締結しています。 

・この治水協定により、苫前ダムにおいて豪雨予想時の事前放流や弾力的な貯水位管

理の運用等、既存設備で実施可能な範囲での洪水調節機能が発揮されることとなりま

す。 

 

○苫前ダム等関連施設管理事業  予算額＝39,81８千円 

・苫前ダムなどの施設管理について、業務委託を中心に実施しています。 

・主な委託業務は、苫前ダム等操作管理、苫前ダム保守点検などダム関連業務、畑地か

んがい施設操作管理業務などです。 

 

○水利施設管理強化事業補助金 予算額＝4,88０千円 

・ダム、頭首工、揚水機場、幹線用水路など農業水利施設の有する多面的機能の発揮

を確保するため、土地改良区に対し、管理費用の一部について補助金を交付します。 

 

○北海道多面的機能支払交付金 予算額＝５６,91５千円 

・地域における農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図るため、地域ぐるみで

の効果の高い共同活動を一体的に支援します。 

・対象農地面積＝3,008.21ha 

 

○中山間地域等直接支払交付金 予算額＝５９,２8３千円 

・耕作放棄地の発生を防ぎ多面的機能の増進を図るため、農業集落に交付金を交付し

ます。 

・対象農用地面積＝７８８.０１ha 

 

○環境保全型農業直接支援対策事業 予算額＝１０,85５千円 

・環境保全効果の高い営農活動の普及拡大を目指すとともに、農業の多面的機能を活

用し、地域環境の保全・向上を図ります。 

・対象農用地面積＝１７７.８１ha 

 

○農村地域防災減災事業北長島地区負担金 予算額＝5,88０千円 

○農村地域防災減災事業八線沢溜池地区負担金 予算額＝7,92０千円 

・農業生産の維持や農業経営の安定及び地域住民の安全な暮らしを確保し、災害に強
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い農村づくりの推進を図ります。 

 

〇農業水路等長寿命化防災減災事業負担金 予算額＝3,６４０千円 

・農業水路等長寿命化防災減災事業を実施することにより、農業用水の安定確保を図

ることで持続的な営農活動の支援を行います。 

 

５ 町営牧場の効率的な運営 

○苫前町上平共同利用模範牧場の指定管理 

・苫前町上平共同利用模範牧場に指定管理者制度を適用し、公の施設のサービスの向

上と事業運営の効率化を図ります。 

 

〇上平共同利用模範牧場牛舎扉改修工事 予算額＝10,０００千円 

・強風によって牛舎出入口の扉があおられ破損していることや、経年劣化による腐食も

進んでいることから、事故の防止ため修繕を行います。 

 

 

第２節 林業の振興 
基本方針 

森林の健全な育成を促進するとともに、林業経営の安定化（合理化）と担い手の育成

に努めます。 

また、森林環境譲与税の創設に伴い譲与税を適切に活用し、森林所有者が将来にわ

たり安定した森林整備に取り組めるよう関係機関と連携を図りながら、森林整備を推進

します。 

 

１ 森林の健全な育成 

○町有林人工造林工事 予算額＝10,17５千円 

・町有林については、長期的な見通しを持った森林施業計画に基づき、次世代へと受け

継ぐ財産を形成するとともに、「山地災害防止機能」や「雨水の貯留機能」、水質を浄化

しミネラルを供給する「藻場再生機能」及び「二酸化炭素の吸収・固定機能」のように、

森林の有する多面的機能をより発揮できる森づくりを推進するため、針葉樹林から広

葉樹林への転換に取り組み、ゼロカーボンシティの実現に寄与します。 

 

○森林・山村多面的機能発揮対策負担金 

・ゼロカーボンシティの実現に向け、森林の有する多面的機能の発揮に向けた国の森

林・山村多面的機能発揮対策交付金事業の森林保全管理活動等に取り組む活動組

織に対し支援します。 

 

○森林管理システム保守業務委託 予算額＝１１０千円 

・森林の土地所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度の

創設に伴う所有者情報の円滑な運用を図ります。 

 

○主な森林環境譲与税事業 

・森林環境譲与税基金の適切な活用と譲与税管理に努めるとともに、森林所有者が将

来にわたり安定した森林整備に取り組めるよう、各関係機関と連携しながら以下のと

おり森林整備等の推進を図ります。 
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・植樹祭の実施 予算額＝９７１千円 

森林の持つ機能や効果についての理解を深めるために、秋頃に植樹祭を開催します。 

     ・苫前町私有林等整備事業補助金 

森林環境譲与税の活用に当たり、私有林整備の活性化を目的とする「苫前町私有林

等整備事業補助金」により、森林整備を推進します。 

・るもい森林認証協議会負担金 予算額＝28３千円 

森林の適正な管理及び町産木材の利活用を目指し、取得するＦＭ認証（森林管理）の

費用の均等割分及び面積割分を負担します。 

      ・民有林整備担い手対策推進事業補助金 予算額 2,00０千円 

  留萌中部森林組合の経営維持と森林施業の推進を図るために新規職員を１名採用す

るに当たり、その経費の一部を補助金として交付します。 

 

２ 林業経営の安定化（合理化）と担い手の確保 

○民有林振興普及指導事業補助金 予算額＝１,５００千円 

・留萌中部森林組合が事業主体として行う森林整備計画に基づく民有林の造林や施業

指導などに係る経費の一部を補助金として交付します。 

 

 

第３節 漁業の振興 
基本方針 

生産性や生産者価格の向上による安定した漁業経営の確立をはじめ、漁業生産の拡

大や漁港・漁場など生産基盤の整備に努めるとともに、担い手や漁業団体の育成、水産

物の消費者や販路の拡大、水産加工業の振興を図ります。 

なかでも、ナマコ養殖事業については、各関係機関と連携を図り資源の増大を図ると

ともに、生産の拠点となる漁港整備については、重要であることから漁業活動の効率化と

安全性の向上を図った漁港整備を継続します。 

 

１ 安定した漁業経営の確立 

○スマート水産業の取組 

・スマート水産業等による省力化・効率化による労働生産性の向上や水産物の品質管

理、資源管理に必要な技術の導入に向けた取り組みを進めます。 

 

○苫前漁港ＩＣＴ水質監視事業補助金 予算額＝１,00８千円 

・北るもい漁業協同組合が事業主体となり、苫前漁港ホタテ養殖港区にリアルタイムで

水質監視ができるＩＣＴ観測ブイの設置に対し経費の一部を補助金として交付します。 

 

○水産物の付加価値向上に向けた取組の推進 

・町内水産物については他産地と差別化を図るため、活締め・急速冷凍などの鮮度保持

技術を活用した取組や、ブランド化・商品開発等による取組を関係機関と連携しながら

推進し、町内水産物の付加価値向上を図ります。 

 

○漁業近代化資金利子補給補助金 予算額＝59４千円 

・漁業近代化助成法に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範

囲内で利子補給金を交付します。 
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〇製氷用エバコン改修事業補助金 予算額＝5,10８千円 

・水産物鮮度保持施設（北るもい漁協苫前冷蔵庫）にある、製氷用冷凍機を冷却するエ

バポレーティブコンデンサー（エバコン）の改修に対し経費の一部を補助金として交付

します。 

 

２ 漁業生産の拡大 

○つくり育てる漁業の推進 

・漁業資源の維持拡大を図るため、関係機関と連携を図りながら、安定的な種苗生産放

流を推進するとともに、漁港泊地などでの増養殖の実現に向け、施設整備を含めた調

査・検討を継続します。 

・苫前いさり部会ミズダコ樽流し漁では、「漁業改善プロジェクト（ＦＩＰ）」として資源量分

析や出漁期間制限による資源管理を実施していることから、関係機関と連携を図りな

がら取組を支援します。 

 

   〇苫前漁港港内蓄養実証事業 予算額＝2,99２千円 

・第３港区の泊地を活用し、時化や漁期による影響を緩和するための出荷調整や通年

出荷体制の可能性について蓄養実証試験を行い、漁業者の経営安定化に寄与するも

の。 

 

○なまこ人工種苗管理事業補助金 予算額＝１００千円 

・北るもい漁業協同組合が行うなまこ人工種苗放流後の生育場の確保に係る経費の一

部を補助金として交付します。 

 

○磯根資源づくり事業補助金 予算額＝６７０千円 

○磯根資源管理事業補助金 予算額＝１５０千円 

・北るもい漁業協同組合が中間育成されたウニの１０mm 種苗を購入して、適正漁場へ

放流する事業に係る費用の一部を補助金として交付します。 

・ウニ人工種苗購入＝７８,７５０粒 

・また、ウニの放流に伴い、放流前後の害敵駆除やウニの移植を行う経費に対しても補

助金を交付します。 

・このほかにも、さけ・ひらめ・にしん・ハタハタなどの資源増大に向け、関係機関と連携

を図りながら推進します。 

 

３ 生産基盤の整備 

○直轄特定漁港漁場整備事業（苫前漁港） 

・苫前漁港は、マリンビジョンモデル地区の指定として平成２８年６月に新規計画が採択

されています。計画では、ホタテ貝の畜養機能確保、係留施設不足による混雑解消と

港内静穏度の向上、漁業活動の効率化と安全性の向上を掲げています。 

・今年度は、-4.5ｍ航路の補修などを予定しています。 

・なお、国の直轄事業により整備が行われており、町の負担金はありません。 

 

○農山漁村地域整備交付金事業（力昼漁港） 

・力昼漁港内の静穏度を高めるため、外防波堤の延伸工事を行う予定です。 

・町として引き続き漁港としての機能確保に努めます。 
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４ 担い手の育成と労働力の確保 

○苫前町新規漁業就業者支援事業助成金 

・持続可能な足腰の強い漁業の推進を図るため、新規漁業就漁者支援事業により、担

い手の確保と育成を支援します。 

 

○苫前救難所補助金 予算額＝３００千円 

・海難事故発生時における救助活動に携わる救難所員の救助技術の向上を図るため、

その活動経費の一部を補助金として交付します。 

 

５ 水産物の消費と販路の拡大 

○地域との連携による地場産品ＰＲ 

・地域活性化を図るため、道内各地域と連携したイベントによる地場産品のＰＲや、ふる

さと納税返礼品への活用など、消費・販路拡大に努めます。 

 

６ 水産加工業の振興 

○地域との連携による地場産品ＰＲ（再掲） 

 

７ 漁村地域の活性化 

○エビ篭オーナーｉｎ苫前実行委員会補助金 予算額＝２,０００千円 

・本町近海で獲れるエビを全国に向けＰＲするとともに、地域活性化に寄与することを目

的にイベントを開催します。 

・開催予定日＝７月中の日曜日 

 

○漁港利用適正化推進指導事業 予算額＝95０千円 

・北海道からの委託を受け、苫前漁港開放施設におけるプレジャーボートの適正な利用

を図るために、その利用状況を監視する業務です。 

・北海道からの委託業務を民間団体に再委託し、委託料として支出します。 

・このように、観光客及びプレジャーボート利用者と漁業者が一体的に活用できる総合

的な海洋ゾーンの振興を図ります。 

 

○海岸漂着物処理機械借上料 予算額＝11９千円 

・町内の漁港海岸に漂着した漂着物を、機械を借り上げて処理します。 

 

 

第４節 商業・工業の振興 
基本方針 

地域の商業者が、消費者ニーズを的確に把握し、地域特性を活かした商業振興を図る

ことができるよう支援します。工業については、生産性の向上や経営基盤の強化を図り、

雇用の拡大や地域経済の振興をめざし、新たな企業誘致に取り組みます。 

 

１ 商工業の活性化 

○苫前町商工会補助金 予算額＝１１,81６千円 

・商工業の振興を促進し、地域経済の基盤安定を図るため、その指導的役割を担う商

工会に対し、経営改善普及事業（職員設置・指導事業）、地域振興事業、管理事業費に

要する費用の一部を助成します。 

・また、総合的なまちづくりと地域コミュニティ再生の観点から、小規模事業者の経営安
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定や地域経済の活性化に資するため、商工会と連携しながら、買い物スタンプラリーな

どの賑わい創出事業への補助、販路拡大に対する取り組み支援策を通じて、商工業の

振興を図ります。 

 

○苫前町商工会館外壁改修事業補助金 予算額＝4,24０千円 

・商工会館は、町内商工振興の中心的施設として商工会事務局が管理運営を行って

いますが、建設から 30 年以上が経過し、外壁サイディングの劣化が著しいことから、

商工会が実施する外壁改修工事に対し、費用の一部を助成します。 

 

○苫前町中小企業振興資金利子補給補助金 予算額＝２,50２千円 

・金融機関等からの設備投資に係る融資に対する利子補給を行います。 

 

○苫前町中小企業特別融資貸付金 予算額＝２０,０００千円 

・企業の安定経営を図るため、１企業当たり５百万円を限度に融資を行います。 

・融資枠は、金融機関による２千万円及び町預託金出資額の２千万円を合わせた４千万

円となっています。 

 

○苫前町中小・小規模事業者持続的発展事業補助金 予算額＝1,０００千円 

・事業者が持続的発展のために、販路開拓等経営改善に取り組む事業に対し、２０万円

を上限に支援します。 

・事業主体＝苫前町商工会 

 

○苫前町プレミアム地域振興券発行事業補助金 予算額＝１６,５２０千円 

・地元企業の販売力強化に加え、町内での購買意欲の喚起や地域経済の発展を目的と

して、苫前町商工会が事業主体になり取り組むプレミアム地域振興券発行事業に対

し、商品券発行などに要する経費を助成します。 

・なお、新型コロナウイルス感染症におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影

響を受ける生活者や事業者への支援として、プレミア率１０％及び１,０００セットを拡大

し、地域内消費への誘導を図りながら住民の生活支援を含む経済対策を行います。 

・拡大分を含め、１セット１万円で５,０００セットを販売します。１セットの内容は、１千円券

×１３枚で、プレミア率は３０％となります。 

 

○商店街元気づくり助成金 

・既存商店の形態維持や消費者の利便性を考慮した、次の支援策を実施します。 

事業名 補助金額 

空き地空き店舗活用事業補助金 

施設等賃貸料：１件当たり上限１年目６０

万円，２年目４０万円，３年目２０万円 

改装費用等：１件当たり上限１５０万円 

店舗新築事業助成補助金 １件当たり上限２００万円 

店舗リフォーム助成補助金 １件当たり上限２０万円 

 

○苫前ブランド・６次産業化チャレンジ支援事業助成金 予算額＝８０千円 

・苫前ブランド・６次産業化を確立するため、苫前の付加価値を最大限に活用し、意欲あ

る生産者や事業者の取組を支援します。 

・助成金の額は、１事業者当たり、同一年度内において５０万円を上限とします。 
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○中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の推進 

・事業者が策定する先端設備等導入計画を認定することにより、新規取得した設備投

資に係る固定資産税の課税を３年間免除できるとともに、融資保証枠の拡大や各種補

助金優先採択を受けることができます。 

・本制度は生産性向上特別措置法から移換され、計画期間の２年間延長を行います。 

・計画期間：（当初）平成３０年度～令和４年度（５年間） 

        （延長）令和５年度～令和６年度（２年間） 

 

２ 企業誘致の推進 

○苫前町企業等立地促進条例の推進 

・苫前町企業等立地促進条例による、固定資産税の減免や雇用奨励金の実施により、

経済振興を目的とした企業立地の推進を図ります。 

対象事業 製造業及び加工業、旅館業、農林水産物販売業、情報通信業、

運輸業、学術研究・専門技術サービス業、医療・福祉業 

対象事業規模 上記対象事業を行う事業所の新設及び増設で投下資本額２,７

００万円超かつ常時雇用従業員３人以上 

優遇措置 固定資産税減免＝５年（３年：免除、２年：２分の１） 

雇用奨励助成金＝新規雇用従事者１人２０万円 

（上限１,０００万円）他 

 

 

第５節 観光の振興 
基本方針 

観光プロモーションの推進など誘致宣伝活動の強化を図るととも、「風のまち」としての

観光客の受入体制や観光資源の充実に加え、総合的な観光振興ビジョンの推進に努め

ます。 

 

１ 観光振興の取り組み 

○苫前町観光ビジョン 

・観光施設や観光資源（食や苫前町の宝）を活用した集客の流れの創出や、地域ブラン

ドの再構築など戦略的な発信を行うために苫前町観光ビジョンを策定し、観光振興に

取り組んでいます。 

・ビジョン期間 令和元年度～令和７年度（７年間） 

 

○「苫前町の宝」による苫前ブランドの推進 

・「苫前町の自慢」を発掘し、町民のまちに対する愛着をさらに深めるため、「苫前町の

宝」２８件が平成２８年度に選定されたことから、その魅力を発信するとともに、特産品

の開発を含めた苫前ブランドの推進を図ります。 

 

○インバウンドを含めた観光客の誘致 

・故郷とままえの良さを再認識するための観光資源の整備発信に努め、インバウンドを

含めた交流人口及び観光客の誘致促進に努めます。 

 

○苫前町観光協会補助金 予算額＝3,57６千円 

・観光事業の振興発展を図るための活動経費について補助金を交付します。 

・道内各市町村との交流促進と地域の活性化を図るため、特産品の販売などを通じて
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本町のＰＲを行います。 

＝北の恵み食べマルシェ（旭川市平和通買物公園） 

＝サッポロビール道産子感謝デイ（札幌市） 

＝道の駅あさひかわ道北フェア（旭川市） 

＝ＪＰ０１まつり（札幌市） 

＝どさんこプラザ札幌・北海道るもいフェア（札幌市） 

・また、本町の観光資源の魅力を発信するとともに、まちを知っていただく（訪れていた

だく）きっかけづくりとして、キャラクターを活用したＰＲ展開を図ります。 

 

○公認キャラクター「くまだとまお」の活用 

・平成２８年度、町の公認キャラクターとして、応募総数２３１作品の中から「くまだとまお」

くんが選定されました。 

・この公認キャラクターと一緒に、地方創生に向けた情報発信やプロモーション活動を展

開し、本町の魅力やまちを知っていただくきっかけづくりを進めます。 

 

○北海道風車まつり実行委員会補助金 予算額＝３,６００千円 

・新型コロナウイルス感染症の影響により３年連続中止となった北海道風車まつりは第２

０回目を迎えますが、これまでの成果と課題を研究しながら、町民と観光客の交流を通

じた「地域力」を高めるイベントとして開催します。 

・なお、開催にあたっては、感染予防対策も検討しながら実行委員会並びに関係団体と

の協議により開催することとしています。 

・開催予定日＝７月２３日（日） 

・なお、エビ篭オーナーｉｎ苫前事業（別掲）の開催は中止となります。 

 

○道の駅「風Ｗとままえ」の拡充・食のブランド化の実践 

・苫前町には、豊かな自然の中で高まった良質で新鮮な食材や生産者が丹精込めて作

り上げたすばらしい食品や製品があります。 

・道の駅「風Ｗとままえ」においては、町の中で生産された特産品を地域ブランドとしてＰ

Ｒし販売することとしています。 

・大規模改修工事により新たな物販棟「よってけ屋」が完成したことから、地元特産品の

販売体制を強化します。 

 

○シーフロントパーク等管理業務委託 予算額＝6,15４千円 

・オートキャンプ場・ホワイトビーチ・ハマナス公園などを一体とする施設の充実と効率的

な維持管理を図るため、管理業務を委託します。 

・対象施設は、オートキャンプ場、ホワイトビーチ、冒険の海公園、ハマナス公園、さわや

かトイレ及び未来港公園です。 

 

○ホワイトビーチ監視業務委託 予算額＝８６１千円 

・海水浴場の利用の安全を考慮し、有資格者であるライフセーバー１名を配置します。 

 

○三毛別羆事件現場管理業務委託 予算額＝１４７千円 

・三渓地区に復元した三毛別羆事件現場施設の充実を図るとともに、効率的な維持管

理に努めます。 

 

○夕陽ヶ丘オートキャンプ場改修工事 予算額＝１,１２２千円 
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・オートキャンプ場の看板及び炭捨て場の補修を行います。 

 

○道の駅「風Ｗとままえ」駐車場拡幅工事 予算額＝２６,７４１千円 

・道の駅「風Ｗとままえ」駐車場において、ドクターヘリのランデブーポイントの機能を補

完する駐車場（一般車両２８台分）の拡幅整備を行います。 

 

○新日本海地域交流センター指定管理料 予算額＝85,00０千円 

・新日本海地域交流センターに指定管理者制度を適用し、公の施設のサービスの向上

を図ります。 

区分 予算額 

指定管理料 77,00０千円 

小破修繕等費用 ３,０００千円 

赤バス維持修繕費 ５,０００千円 

・指定管理者：シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

・指定期間：令和４年４月１日～令和９年３月３１日（５年間） 

 

○ななかまどの館指定管理料 予算額＝８,75０千円 

・ななかまどの館に指定管理者制度を適用し、公の施設のサービスの向上を図ります。 

区分 予算額 

指定管理料 8,０００千円 

小破修繕等費用 ７５０千円 

・指定管理者：有限会社大川商店 

・指定期間：令和４年４月１日～令和８年３月３１日（４年間） 

 

○ななかまどの館改修工事 予算額＝9,０３１千円 

・利用者に快適な施設環境を提供するため、宿泊棟の２階廊下床修繕及び客室用建具

ドア改修、外壁修繕、１階廊下防水改修工事を行います。 

 

○ななかまどの館用備品購入 予算額＝７２４千円 

・快適な宿泊サービスの提供を行うため、機能低下が著しい客室用椅子１６脚を更新し

ます。 

 

○苫前町いやしふれあい助成事業補助金 予算額＝１,３７５千円 

・観光宿泊施設（とままえ温泉ふわっと・ななかまどの館）の閑散期対策として、町内に居

住する満７０歳以上の方や障害者手帳等を所持している方を対象に、当該施設を１０

月から３月までの期間に利用する際に、年１回に限り、宿泊利用料（１泊２日、５千円上

限）を助成します。 

 

 

第６節 雇用の促進と勤労者支援 
基本方針 

雇用機会を確保し、地元雇用の促進を図るとともに、若年層や女性などへの就業支援

に努めるとともに、町雇用対策協議会を通じて、農業及び漁業をはじめ商工業も含めた

労働力の確保に向けた受入体制の整備を推進します。 

 

１ 雇用安定の促進 
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○苫前町雇用対策協議会 

・令和２年１月に「苫前町雇用対策協議会」を設置し、職種間における労働力の融通や外

国人技能実習生の受入支援の環境整備などの対策について検討し、労働力の確保に

努めています。 

 

○若年者雇用促進助成金 予算額＝1,68０千円 

・４０歳未満の若年者を対象とした就業の促進を図るために、農業・漁業・商工業などに

従事する若年者を雇用した事業主に対し、雇用に要する費用の一部を助成します。 

・助成額は、対象の若年者１名につき月額２万円（上限２４万円）です。 

 

○労働者就労前健康診断業務委託 予算額＝３２千円 

・季節移動労働者に対して、就労前健康診断料の一部を支援します。 

・健診業務は、苫前厚生クリニックに委託して実施します。 

 

○オロロン留萌中部・北部通年雇用促進協議会負担金 予算額＝７７千円 

・季節労働者の方々の通年雇用促進を図るために、雇用確保・就業促進に係る事業や

地域自らが取り組む就職促進に係る事業を行う協議会に対し、運営費として負担金を

支出します。 

・季節労働者数＝１２７人 

 

○留萌地方人材開発センター運営協会負担金 予算額＝２９３千円 

・職業訓練や住民講座、さらには資格取得の受験準備講座などを行うセンター事業に対

し、運営費として負担金を支出します。 

 

２ 勤労者支援の推進 

○生活関連サービス業の創出やコミュニティビジネスなどの支援 

・少子・高齢化といった社会構造の変化や健康志向の高まりなど、生活者の意識の多様

化などにより、新たなニーズが見込まれるとともに、雇用創出効果などが期待されるこ

とから、関係機関と連携を図りながら、生活関連サービス業やコミュニティビジネスの

創出に向けた取組に対し、苫前町商工会と連携し積極的に支援します。 

 

○留萌管内町村勤労者共済会負担金 予算額＝２７３千円 

・管内町村勤労者の共済事業（共済福利厚生・慶弔共済給付）に対し、運営費として負

担金を支出します。 
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第５章 利便性の高い快適空間のまちづくり 
 

第１節 地域特性に即したまちづくりの推進 
基本方針 

限られた資源である土地は、町民の生活や生産の基盤であることから、長期的視野に

立って自然環境の調和の取れた土地利用を進めます。併せて、苫前町らしい、地域の特

色を活かした景観の保全・活用や特色あるまちなみ景観の形成に努めます。 

 

１ 適切な土地利用の推進 

○土地利用構想に基づく計画的な土地利用 

・総合振興計画の基本構想（土地利用構想）では、恵まれた自然環境を活かしつつ、秩

序あるまちの発展を図るため、５地域（農用地区域・森林地域・市街地地域・観光レクリ

エーション地域・保全地域）に区分した土地利用を定めています。 

 

２ 地域の特徴に合ったまちづくりの推進 

 

３ 景観の保全・活用 

○海岸漂着流木等処理業務委託 予算額＝３,69６千円 

・観光施設であるホワイトビーチ周辺における景観環境保全に努め、観光客が満足する

施設づくりを目指した海岸漂着流木の処理を行います。 

 

○クリーンアップ日本海の実施 

・環境保全活動の一環として、６月上旬に苫前町内海岸一円において、環境美化活動を

実施します。 

 

 

第２節 道路網の整備 
基本方針 

より安全で快適な道路を利用できるよう、国・道道については、整備促進を要望し、町

道については、幹線道路の整備を図ります。また、生活道路や橋りょうの適切な維持修繕

に努めます。 

 

１ 幹線道路の整備 

○留萌中部三町村国道２３２号整備促進期成会 

・羽幌町及び初山別村と連携し、留萌中部３町村に係る国道２３２号の整備促進のた

め、関係機関への陳情等を行っています。 

 

○国道２３９号霧立防災事業の整備促進 

・平成２４年に本町霧立の国道２３９号線で発生した大規模な地すべりを受け、トンネル

工事１か所が昨年開通しました。 

・残る２か所のトンネル工事を含めた全体事業は、約１０年に及ぶことから、早期完成を

要望していきます。 

 

○国道２３２号強靱化（防災・交通安全等）対策事業の整備促進 

・令和２年度から「小平防災」に着手。力昼（法面）、上平・豊浦（越波）を含め、留萌地域
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の特殊な厳しい気象事情（越波・吹雪等）を勘案した国道２３２号の強靱化対策の早期

完成に向けて引き続き国に強く要望します。 

 

○道道苫前小平線の整備促進 

・本町における農水産物流通ルートと緊急災害時等の国道バイパスの役割を担う路線

として、当該路線の新規着手（未供用区間延長＝９,０００ｍ）に向けた要望活動を引き

続き実施します。 

 

○道道上遠別霧立線の整備促進 

・国道の補完路線として、休止している本町霧立から遠別町へ通じる幹線道路の再着

工に向けた要望活動を引き続き実施します。 

 

○道道力昼九重線への街灯設置要望 

・道道力昼線は平成２３年度に開通し、古丹別地区と力昼地区を結ぶ最短ルートとして

災害等にも迂回路として活用されていますが、力昼市街から九重地区までの区間での

街灯がなく、鹿などの野生動物や除雪後の雪の塊などの発見が遅れ、衝突などの事故

も発生していることから、北海道や関係機関に対して、街灯の設置に向けた要望活動

を実施しています。 

 

２ 生活道路の整備 

○町道舗装補修工事 予算額＝４,９１７千円 

・舗装の経年劣化によるわだちやひび割れ等により、車輌の通行に支障をきたしている

苫前高台２号線などの舗装を補修します。 

・苫前高台２号線：延長＝１２０ｍ、幅員＝６．０ｍ 

・長島６線道路線：延長＝１９５ｍ、幅員＝３．１ｍ 

 

○町道横断側溝設置工事 予算額＝４,３８９千円 

 ・未舗装区間である車道部の路盤砂利の流出を防ぐため、横断側溝を設置します。 

 ・５箇所設置（昭和地区、力昼地区） 

 

○歩道補修工事 予算額＝１６,２０３千円 

・歩道の高低差が大きく歩行者の通行に支障をきたしている古丹別南２丁目線など、次

のとおり歩道の改良を実施します。 

路線名 補修延長 

古丹別南２丁目線 １３１ｍ 

古丹別西３条線 ２１６ｍ 

苫前西１丁目線 １２９ｍ 

 

○昭和長島線横断ボックス補修工事 予算額＝６,３３６千円 

・ボックスカルバートが沈下し、段差ができているため補修します。 

・補修延長＝３４ｍ 

 

○旭長島線歩道整備工事 予算額＝５０,０００千円 

・交通安全対策（小中学生の通学路）として、令和６年度の完成を目指し歩道を新設し

ます。 

・改良延長＝１５０ｍ、歩道幅員＝2.5ｍ 
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○夕陽ヶ丘線改良舗装工事 予算額＝25,91６千円 

・令和５年度の完成を目指し、国道 232 号線と道の駅ふわっとを結ぶ交差点の拡幅改

良を実施します。 

・改良延長＝１２６ｍ、車道幅員＝８．０～１０．７５ｍ 

 

○橋りょう詳細設計業務委託 予算額＝６,１２７千円 

 ・老朽化に伴う修繕工事が必要と思われる橋りょうの詳細設計を行います。 

 ・豊浦長島線（共成橋） ２，２８８千円 

 ・三渓松下沢線（幸金橋） ３，８３９千円 

 

○橋りょう修繕工事 予算額＝20,22９千円 

・橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの補修工事を実施します。 

路線（橋りょう）名 予算額 補修内容 

旭東線（旭東橋） 1,12２千円 橋台断面修復、橋台ひび割れ補修 

北長島８号線線（間宮橋橋） 2,61８千円 主桁ひび割れ補修、橋面防水 

上三渓線（農水橋） 2,24４千円 橋台ひび割れ補修 

霧立２号線（山下橋） 14,24５千円 
橋台ひび割れ補修、支承補修、伸

縮装置取替 

 

３ 道路環境の整備 

○道路排水管清掃業務委託 予算額＝3,41０千円 

○交通安全施設整備業務委託 予算額＝２,１２３千円 

○町道維持管理業務委託 予算額＝７，５５３千円 

・町道排水管清掃業務は、６路線で延長１，６１０ｍを予定しています。 

・交通安全施設整備業務は、区画線（実線・破線・ドット線）の敷き直しとして、１９路線で

延長４，７５０ｍ及び路面標示５か所を予定しています。 

・町道維持管理業務は、道路・側溝等の補修や清掃業務等（草刈延長１６４ｋｍを予定）

を委託します。 

 

○防雪柵管理業務委託 予算額＝1,92５千円 

・冬期間における道路交通網の確保を図るため、防雪柵の管理業務（取り付け・取り外

し、開閉、点検）を委託します。 

・延長＝４,９４３ｍ 

 

○防雪柵補修工事 予算額＝４,８６２千円 

・冬期間における道路交通網の確保を図るため、老朽化した防雪柵（長島５線道路線３

５枚）の補修工事を行います。 

 

○交通安全施設整備工事 予算額＝１,６７２千円 

 ・キッズゾーンの路面表示が、冬期間の積雪時に目視できなくなるため、標識を９箇所

設置します。 

 

○防雪板交換工事 予算額＝４,４５５千円 

・冬期間における道路交通網の確保を図るため、老朽化した防雪板（香川４線道路線２

００枚）の組替工事を行います。 
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○道路照明設置工事 予算額＝５,５５５千円 

   ・夜間歩行者の防犯を考え、十分な明るさが必要となるため、経年劣化により老朽化し

た道路照明をＬＥＤ照明（５箇所）に取り替えます。 

 

○町道除排雪経費 予算額＝１２７,５３４千円 

・冬期間における道路交通網の確保のため、除排雪業務を委託します。降雪量によって

は、増額補正により予算を確保し、柔軟な対応を図ります。また、融雪期には未除雪路

線の雪割りを行います。 

・除雪延長＝９０，３９４ｍ（公共施設４２か所）、排雪延長＝１７，８１０ｍ 

 

○生活道路除雪補助金 予算額＝６４５千円 

・冬期間における生活道路に係る除雪体制の確保を図るため、生活道路を除雪した方

に対し、その費用の一部（２分の１）を助成します。 

・受益戸数１２戸のうち、７０歳以上の高齢者世帯５戸については、経済的負担を軽減す

るため、補助率を３分の２としています。 

 

○酪農用道路除雪補助金 予算額＝１,９６２千円 

・冬期間における集乳に係る除雪体制の確保を図るため、畜産農家の私道除雪に対す

る費用の一部（２分の１）を助成します。 

・受益戸数＝１３戸 

・延長＝１,１８９ｍ 

 

○流雪溝管理費 予算額＝２１,５８０千円 

・流雪溝（総延長３,２７１m）の維持管理業務を委託します。 

 

○流雪溝管理運営協議会との連携による古丹別地区流雪溝の適正管理 

・古丹別地区流雪溝利用者の高齢化や空家に伴う除雪作業の増加など、供用開始の年

数を経過するごとに多くの課題があることから、沿線利用者による流雪溝管理運営協

議会と連携し、その解決に努めます。 

 

 

第３節 河川の整備 
基本方針 

集中豪雨や台風等による被害を防ぐため、古丹別川水系古丹別川の維持・管理・改修

に向けた治水対策の整備促進を要望するとともに、町が管理する河川についても、適切

な維持・管理に努めます。 

また、町民が自然と親しめるよう、身近な河川空間の創出に努めます。 

 

１ 河川の整備 

○古丹別川河川改修事業 

・北海道が事業主体となり実施している古丹別川河川改修工事は、令和２年度より遊水

池を含めた新たな豪雨対策としての河川改修事業に着手しています。 

・改修事業は複数年に及ぶ事業となることが想定され、できる限り早期に完成するよう

要望しています。 
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全体事業計画 上流工区＝国道共鳴橋から上流 

事業年度＝令和元年度～令和１０年度（予定） 

改修計画延長＝１６.２km 

・令和５年度事業予定＝掘削工（遊水池） 

 

○古丹別川砂防事業 

・平成２８年の豪雨により土砂・立木の流出があり、農地等が被災しました。流域内に土

砂や流木が堆積していることから、土砂等の流出防止に向けた早急な対策を要望して

います。 

全体事業計画 事業年度＝令和元年度～令和９年度（予定） 

砂防堰堤工＝１基、流木捕捉工＝１基 

・令和５年度事業予定＝用地調査 

 

○河川（松下沢川）立木撤去工事 予算額＝2,79４千円 

・河川内の立木が増水時に悪影響を及ぼしているため、伐木を実施します。 

 

２ 身近な親水空間の創出 

○古丹別川水辺の楽校の方向性についての検討 

・施設の老朽化に伴い水辺の楽校の今後の方向性と利活用について検討します。 

 

 

第４節 公共交通の充実 
基本方針 

町民の日常生活を支えるバス交通とにこにこタクシー運行事業を使いやすく安定した

ものとして維持・確保を図るとともに、町民の暮らしを支える公共交通をめざすものであ

ります。 

 

１ 公共交通機関の充実と環境整備 

○公共交通体系のあり方検討 

○北海道留萌地域公共交通活性化協議会 

・地域における公共交通体系のあり方について、人口減少や財政事情、さらにはコロナ

禍の影響なども踏まえ、継続的に検討しています。 

・生活路線バスの利用促進と利便性の向上を図るために、引き続き上平・古丹別間のフ

リー乗降化を実施しています。 

・「北海道留萌地域公共交通活性化協議会」において、北海道留萌管内地域公共交通

計画の進捗管理を行うとともに、留萌管内の公共交通のあり方について協議していま

す。 

 

○生活路線バス等維持費補助金 予算額＝２１,６７１千円 

・バス事業者に対し、各バス路線の状況把握について連絡を密にするとともに、地域住

民の日常的な交通手段であるバス路線の円滑な運行を維持するため、補助金を交付

します。 

地域幹線系統 幌延留萌線 

広域生活交通路線 羽幌留萌線 

市町村単独路線 初山別留萌線、羽幌古丹別線、上平古丹別線 
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○バス待合所管理業務 予算額＝5,61８千円 

・町内６か所のバス待合所の維持管理（清掃及び除雪など）を実施しています。 

 

○古丹別バスターミナル浄化槽ブロアー交換工事 予算額＝50６千円 

・古丹別バスターミナルにおいて、故障している浄化槽ブロアー1 台の交換工事を実施

します。 

 

○通学定期運賃補助金 予算額＝２,３２８千円 

・沿岸バスを利用して高校に通学する生徒に対し、通学定期運賃の一部（２割）を助成し

ます。 

 

○にこにこタクシー運行事業（再掲） 

 

 

第５節 情報通信の推進 
基本方針 

第５世代移動通信システム（５Ｇ）、ＩｏＴなどの無線環境を導入する前提である光回線

など超高速な情報通信ニーズに対応するため、国の事業を活用し、民設民営方式で光通

信サービス提供の実現に向けた取り組みを行います。 

 

１ 地域間の情報格差の是正 

○携帯電話不感エリアの解消に向けた要請 

・依然として町内の一部地域（小川地区・霧立・力昼九重線）で携帯電話が利用できな

い状況にあることから、携帯電話不感エリアの解消を関係機関、事業者等に要請して

います。 

 

 

第６節 快適な生活環境 
基本方針 

快適で清潔な生活環境が確保されるよう汚水処理を推進し、水環境の保全を図りま

す。また、安定した給水に努めます。 

長寿命化計画に基づく適正な公営住宅の整備を推進し、地域課題に対応した住宅・宅

地支援施策の充実を図ります。 

 

１ 下水道施設の利用促進と整備 

○上下水道料金システム改修業務委託 予算額＝５６１千円 

・インボイス制度に対応するため、上下水道料金システムの必要な改修を行いま

す。 

○苫前下水浄化センター改築更新工事 予算額＝１６４,０００千円 

・令和３年度に実施した処理場施設の改築更新実施設計に基づき、令和４～５年度にか

けて改築更新工事を行います。 

 

   ○特定環境保全公共下水道基本計画見直し業務委託 予算額＝5,03８千円 

・下水道計画区域全体における人口・汚水量等計画因子の見直しを行います。 
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○下水道汚泥の有効利用検討業務委託 予算額＝8,00０千円 

 ・下水処理場で発生する汚泥の有効利用の検討を行います。 

 

○下水浄化センター維持管理業務委託 予算額＝３１,８２３千円 

○下水浄化センター汚泥処理業務委託 予算額＝２０,２３３千円 

・私たちの日常生活や河川など公共用水域の水質を保全するため、浄化センター３か所

の施設管理及び汚泥処理業務を委託します。 

 

○水洗便所改造等補助金 予算額＝６,０００千円 

○水洗便所改造等利子補給補助金 

・町では１日も早く排水設備の設置と水洗化をしていただくため、水洗便所改造等工事

資金などの補助金助成や貸付金あっせん制度を設けています。 

・また、水洗化の普及向上に向けた取組として、平成２４年度より補助対象者を拡大し、

下水道事業の効果促進を図っています。 

 

２ 簡易水道の充実 

○上下水道料金システム改修業務委託（再掲） 

 

○水道使用料滞納処理業務委託 予算額＝１５０千円 

・滞納者に対する徴収業務の一部を委託します。 

 

○浄水場、取水場管理業務委託 予算額＝１４,６８５千円 

 

○浄水場、導水ポンプ場保守点検業務委託 予算額＝４,２９９千円 

・良質な水源・水量の確保を図るため、浄水場などの水質・水量・機械の管理業務を委

託します。 

 

○量水器検査業務委託 予算額＝５,７８８千円  

 

○漏水調査業務委託 予算額＝４,１３９千円  

・水道事業の適正な運営を図るため、計量法に基づく量水器の検査や給・配水管の漏

水調査を委託します。 

・量水器検査台数＝３０５台（φ１３mm～φ５０mm） 

・漏水調査＝苫前地区：延長１０,０００ｍ 

 

○量水器取替工事 予算額＝４,８４３千円 

・町内の住宅などに設置している水道メーターは、計量法により８年を経過すると取替

が必要となります。 

・本年度は、平成２７年度に設置した量水器を対象に３０７台を取り替えます。 

 

○浄水場耐震化補強詳細設計業務委託 予算額＝１９,４７０千円 

○浄水場更新詳細設計業務委託 予算額＝５,０８２千円 

・浄水場耐震化補強、設備更新工事のため、詳細設計を行います。 

 

○九重地区配水流量計取替修理 予算額＝２,９３７千円 
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・経年劣化が著しい九重地区配水流量計の取替修理を行います。 

 

３ 住宅の確保と宅地の造成 

○住宅地の供給 

・住宅地を確保し、宅地取得困窮者の解消を図ります。 

 

○世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業補助金 

・賃貸住宅の建設促進と人口減少の抑制を図るために、新たに住宅を供給する民間事

業者等の方に、住宅の供給に要する費用の一部を助成します。 

・入居可能世帯数１世帯当たりの補助金の額は、次のとおりです。 

賃貸住宅の区分（入居可能世帯

数１世帯当たりの面積） 

補助金額 

町内建築業者 町外建設業者 

３０㎡以上４０㎡未満 上限１００万円 上限８０万円 

４０㎡以上 上限２００万円 上限１６０万円 

 

○苫前町住環境整備事業補助金 予算額＝９,０００千円  

・快適で良質な住環境の整備や定住促進を図るため、住宅等の新築や改修、さらには

住宅や廃屋の解体に要する費用を助成します。 

区分 補助金額 

新築工事 工事費用５００万円以上に対して、床面積１㎡当たり１

万５千円（上限２００万円）を助成 

改修工事 工事費用１００万円以上に対して、２０万円を助成 

解体工事 工事費用５０万円以上に対して、費用の２０％（上限３

０万円）を助成 

 

○定住促進空家活用事業助成金 予算額＝６,３００千円 

・空家の有効利用と定住促進に向けた取組として、空家を利用される方に費用（購入・

改修・家財整理）の一部を助成します。 

区分 助成金の上限額 

空家の購入 町内者が住宅を取得した場合７０万円 

（省エネ住宅の場合は１２０万円） 

町外者が転入し住宅を取得した場合１００万円 

（省エネ住宅の場合は１５０万円） 

空家の改修 ３０万円 （省エネ化の場合は８０万円） 

空家の家財整理 ２０万円 

 

○公営住宅維持管理費 予算額＝１５,９０１千円 

・町営住宅の設備老朽化にともない、計画的な修繕などを進めるとともに、適正な維持・

管理を図ります。 

・町営住宅管理戸数＝２３４戸 

・道営住宅管理戸数＝３６戸（北海道からの管理受託） 

 

    〇町営住宅駐車場屋根改修工事 予算額＝2,23３千円 

・北斗団地駐車場１棟１０台分の屋根葺替を行います。 

 

   〇町営住宅電気室鋼製建具取替工事 予算額＝1,70５千円 
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・北斗団地１棟の電気室の扉を取替ます。 

 

○公営住宅改善事業 予算額＝54,46１千円 

・長寿命化計画に基づき、古丹別地区川添団地（ニンジン棟・ダイコン棟）では共用階段

室・玄関戸の取替などの改善工事等を行います。スイカ棟では屋根改修を行います。

また、苫前地区新北斗団地（３号棟）の屋上防水外壁改修を行います。 

区分 対象住宅 予算額 

改善工事 
新北斗団地：１棟１０戸 

川添団地：３棟１６戸 
５４,４６１千円 

 

 

第７節 水と緑のネットワークの形成 
基本方針 

水と緑の豊かな環境は本町が誇れる特徴の一つであり、こうした環境を町民が身近に

感じる暮らしが送れるよう、公園・緑地の整備充実とともに町民や地域と協働した管理体

制を充実します。 

 

１ 公園・緑地の管理充実 

○古丹別町民広場整備工事 予算額＝４,６２０千円 

・古丹別保育所跡地の利用において、冬場の雪捨て場機能を維持しつつ、夏場の緑地

での散歩を可能とする広場を整備します。 

 

○古丹別緑ヶ丘公園管理業務委託 予算額＝1,21５千円 

・公園機能の充実を図るため、公園の運営や維持管理業務を委託します。 

・公園利用者の利便性を確保するため、開設期間（５月～１０月）におけるスキー場ロッ

ジトイレの利用を可能としています。 

 

○シーフロントパーク等管理業務委託（再掲） 

 

２ 緑化の推進 

○苫前町花とみどりのまちづくり活動支援補助金 予算額＝１,２００千円 

・町民の自主的な緑化運動を支援するため、１件あたり２０万円を上限として支援しま

す。 

 

３ 水辺空間の利用促進 

○古丹別川水辺の楽校の方向性についての検討（再掲） 
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第６章 安全で安心な暮らしのできるまちづくり 
 

第１節 環境の保全・創造 
基本方針 

再生可能エネルギーである風力発電事業の健全な運営を促進するとともに、快適な生

活環境を維持するため、行政・町民・団体・事業者が一体となって環境保全・創造に努め

ます。 

 

１ 環境にやさしい生活スタイルの構築 

○再生可能エネルギーの導入に向けた検討 

・再生可能エネルギーには、風力発電のほか、太陽光や地熱、水力、バイオマスなど多

様なエネルギー源があります。 

・新たな電源供給としての利用には、送電網や設備の費用対効果など様々な課題を有

しており、各分野での先端技術や制度の情報に注視しながら、国のエネルギーミックス

政策における再生可能エネルギーの導入に向けた検討を進めます。 

 

２ 良好な生活環境の保全・創出 

○不法投棄の防止 予算額＝７１千円 

・道路や河川、山林などへのごみの不法投棄を防止するため、警告看板の設置による意

識啓発を行うとともに、投棄されたごみの処理を行います。 

 

○蜂駆除業務委託 予算額＝39４千円 

・一般住宅等での蜂駆除作業において専門技能が必要とされる場合に、専門業者へ委

託します。 

 

○空家等対策基本計画の推進 

・空家対策の推進に関する特別措置法に基づき策定した空家等対策基本計画を推進

し、空家等の発生抑制・有効活用・管理不全の解消に向けた様々な取組を実践しま

す。 

 

○空家・空地情報の提供（苫前町住まいるネット制度） 

・町内における空家や空地の情報を確保するとともに、移住希望者等へその情報を提供

し、空家等の適正管理を促進します。 

・併せて、空家等の有効活用と移住・定住への受け入れづくりも進めます。 

 

○空家等適正管理事業 予算額＝３３６千円 

・空家等の適正管理に関し所有者等の責務を明らかにした「空家等の適切な管理に関

する条例」に基づき、住民の生活環境に対する重大な損害の発生防止に努めます。 

 

   〇空家有効活用のモデル事業 予算額＝18,70０千円 

・北星団地内の旧教員住宅に断熱及び設備改善並びに間取改修を実施し、空家の 

有効活用を図ります。 

 

○苫前町省エネ設備等導入促進補助金 予算額＝１,５００千円 

・町内の住宅又は住宅に省エネ設備等の購入や導入設置する方に対して、その費用の
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一部を補助します。（１／２補助、上限１００，０００円） 

 

３ 環境汚染の防止 

 

４ 風力発電事業の推進 

○風力発電施設保守点検業務委託 予算額＝１３,２００千円 

・風車４号機の施設の維持・管理を図るため、年間包括保守契約に基づき保守点検業

務を委託します。 

 

○定期安全管理検査対応業務委託 予算額＝２,９８１千円 

・風車４号機の定期安全管理検査に適合させるための業務を委託します。 

 

○小形風力発電施設の設置に関するガイドラインの推進 

・小形風車（２０ｋW 未満）を設置する事業者を対象とした遵守すべき事項の指針（平成

２９年１２月策定）を推進します。 

 

○苫前町ウィンドファームの積極的なＰＲの推進 

・町内外における講演やセミナー等で新エネルギーや風力発電を紹介することにより、

本町の魅力を伝えます。 

 

○苫前町ウィンドファームに対する視察対応の推進 

・観光客や地球環境問題に取り組んでいる視察者に対し、積極的な視察対応を推進し

ます。 

 

○風力発電施設を活用した環境教育や学習の推進 

・地球に優しい自然エネルギーの有効性などを地域教育機関などと連携しながら、地域

住民が誇りを持てるよう環境教育や学習を推進します。 

・町内の小学６年生を対象とした風車見学を行い、風力発電について学習します。 

・また、グローバルウィンドデイなどで風車見学会を開催し、風力発電の理解と環境教育

を実践します。 

 

○送電網の整備に向けて 

・風力発電の適地である留萌管内においても送電網整備事業が実現するよう、引き続

き関係機関に強く要請します。 

 

○町営風力発電からの町民還元 予算額＝７,６２０千円 

・町営風力発電事業による収益からの町民還元として、町民の生活に役立てていただけ

るよう、またクリーンなエネルギーからクリーンな環境を目指すという観点から、一般ご

み及び生ごみのごみ袋料金の減額と、きらりサイクル工房への直接搬入に係る処理手

数料（一般ごみ及び生ごみ分）の助成を実施します。 

・一般ごみ及び生ごみのごみ袋料金の減額（予算額６,７４３千円）の概要は、次のとおり

です。 

種類 区分 １０枚入り金額 

一般ごみ 

２０リットル ６００円 → １００円 

３０リットル ８００円 → １５０円 

４０リットル １,０００円 → ２００円 
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生ごみ 

３リットル ２５０円 → ５０円 

６リットル ５００円 → １００円 

１２リットル １,０００円 → ２００円 

（注：破砕ごみの指定ごみ袋については、金額の変更はありません。） 

・きらりサイクル工房（羽幌町字築別８１５番地）への直接搬入に係る処理手数料（一般ご

み及び生ごみ分）の助成（予算額７３０千円）は、重量１kg 当たり一般ごみは３１円、生

ごみは２２円を乗じた額とします。なお、一般廃棄物搬入許可の申請の後、搬入許可証

を交付の際に、助成金申請の手続を行います。 

例 助成額等 

一般ごみ 

２０kg の場合 

処理手数料 ７６０円  

助成額 ６２０円 （２０kg×３１円） 

差引実負担額 １４０円  

生ごみ 

１０kg の場合 

処理手数料 ２８０円  

助成額 ２２０円 （１０kg×２２円） 

差引実負担額 ６０円  

 

 

第２節 総合的なごみ・し尿処理の推進 
基本方針 

ごみの減量化・再資源化に向け、行政・町民・事業者が一体となって取り組みを推進す

る一方、排出されたごみやし尿の適正処理や体制の充実を図ります。 

 

１ ごみの減量化・再資源化の推進 

 

２ ごみ・し尿処理体制の充実 

○ごみ収集業務委託 予算額＝41,93８千円 

・町内全域におけるごみ収集運搬業務を委託します。 

 

○ゴミステーション設置工事 予算額＝３,１２４千円 

・老朽化等が著しいゴミステーションを更新します。 

・鉄製＝８基取替、１基新設 

 

○し尿等処理及び手数料収納業務委託 予算額＝１０,８３２千円 

・町から排出されるし尿等の収集・運搬・手数料の徴収について、町内における浄化槽

汚泥収集運搬許可業者へ委託します。 

 

○羽幌町外２町村衛生施設組合負担金 予算額＝３６３,３７３千円 

・苫前町から排出される一般廃棄物（ごみ）の処理は、羽幌町外２町村衛生施設組合

（苫前町、羽幌町及び初山別村で構成）で実施しており、その運営経費を負担していま

す。 

・新埋立地と生ごみ堆肥化施設を整備する新処理施設費負担分（令和３年度～令和５

年度）を含んでいます。 

・３町村による火葬業務の広域処理に向けた運営経費も負担しています。 

 

○汚水処理施設共同整備事業負担金 予算額＝２,４４５千円 
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・し尿及び浄化槽汚泥は、平成２８年度から中部 3 町村による汚水処理施設共同整備

事業（ＭＩＣＳ）によって処理しており、処理施設建設時に借り入れた起債償還分を負担

しています。 

 

○汚水処理施設維持管理負担金 予算額＝２１,２３７千円 

・苫前町から排出されるし尿及び浄化槽汚泥の処理について、羽幌町が設置する公共

下水道施設を共同利用することとし、その経費（施設維持管理費・施設利用料負担分）

を負担しています。 

 

○個人設置型浄化槽設置整備事業補助金 予算額＝２,２０８千円 

・下水道計画区域を除く町内全域で、合併処理浄化槽を設置する個人・法人に対し、設

置工事費の補助制度を設けています。 

 

○ごみ収集車両の更新 予算額＝27,68８千円 

・購入より２０年経過し、経年劣化の著しいじん芥車及び資源分別車を更新しま

す。 

 

 

第３節 交通安全・防犯体制の充実 
基本方針 

交通安全意識の向上を図るとともに、関係機関・関係団体と連携し、地域の交通事情

を踏まえた交通安全施設の整備を進めます。 

町民が安心して暮らせるよう、地域の防犯力の向上に努めます。 

 

１ 交通安全の推進 

○苫前町交通安全協会補助金 予算額＝５００千円 

・交通安全組織や交通指導体制の強化・確立を図るため、その活動に対し助成します。 

 

○交通安全施設の整備 

・国や北海道と連携を図りながら、交通安全施設（信号機・照明灯・ガードレール・標識

等）の整備を図ります。 

 

２ 防犯体制の充実 

○苫前町防犯協会交付金 予算額＝６０千円 

・防犯意識の高揚を図るため、その活動に対し助成します。 

 

○街灯設置・維持補助金 予算額＝1,26７千円 

・犯罪の未然防止を目的に、計画的な防犯街灯の整備を図るため、その設置費用や維

持費用に対し助成します。 

 

 

第４節 防災・消防・救急体制の充実 
基本方針 

地震・津波や風水害などの自然災害から町民の生命や財産を守り、安心して暮らすこ

とができるよう、地域ぐるみで災害に強いまちづくりを推進するとともに、災害発生時に
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迅速かつ的確に対応できる体制を構築します。 

 

１ 防災体制の充実 

○同報系防災行政無線 予算額＝１,８１５千円 

・同報系防災行政無線は、住民に情報を一斉に伝達することが可能なことから、気象予

警報や避難勧告の伝達に極めて有効な無線網として位置付けられています。 

・このことから、沿岸地域を中心とした町内一円に、２９基の屋外拡声機を配備した防災

無線を活用し、災害発生時の住民の安全確保や行政サービスの向上を図ります。 

 

○防災行政無線の聞こえの課題の対応 

・災害情報をはじめ、様々な行政情報を伝達する目的で運用している防災行政無線に

ついては、音声による情報伝達であることから、立地条件により聞こえない場合があり

ます。 

・町としては、聞こえの課題を補うため津波警戒区域の沿岸世帯にはラジオ型の個別受

信機を配布するとともに、携帯電話で受信し目で見ることのできる電子メール配信サ

ービスの運用を行っています。 

 

○Ｊ‐ＡＬＥＲＴ新型受信機保守業務委託 予算額＝２７５千円 

・全国瞬時警報システム（Ｊ‐ＡＬＥＲＴ）を安定稼働するよう保守を委託します。 

 

○災害発生に備えた資機材などの備蓄や整備 予算額＝２８４千円 

・食料などの物資や応急対策活動を円滑に行うための防災資材及び備品などについ

て、計画的な備蓄と調達体制の整備を進めるため、大災害や局地的な災害時に備えて

常に必要な物資を避難所等に配備、配送できる環境の確保のため、行政による備蓄の

ほか町民備蓄、流通備蓄など備蓄に対する基本的な考え方を苫前町災害時備蓄計画

として取りまとめ、この基本的な考え方に従って備蓄できるよう指針を定めます。 

・なお、令和５年度は、アルファ米３００食、保存パン３６食及び保存水（５００ml）１５０本、

子ども・大人用おむつ、生理用品を購入する予定です。 

 

○地域防災訓練の実施 

・地域おいて取り組まれている防災訓練に協力するとともに、町としても感染症に対応し

た避難所運営に重点をおいた防災訓練を北海道などの関係機関と連携し実施し、危

機管理の徹底に努めます。 

 

２ 災害に強いまちづくりの推進 

○苫前町強靭化計画 

・国土強靱化基本法に基づく国土強靱化地域計画として「苫前町強靱化計画」を策定

し、大規模自然災害の発生から町民の生命・財産を守り、本町の重要な社会経済機能

を維持することに加え、本町がもつポテンシャルを活かしたバックアップ機能を強化す

る、本町の強靱化に取り組んでいます。 

・計画期間：令和２年度～令和６年度 

 

○三豊海岸保全事業の整備促進 

・町道港幌内線はバス路線となっている生活道路として活用されていますが、建設海岸

と漁港海岸の切れ目であるため、そこから冬季波浪及び低気圧による遡上波が町道

に押し寄せ、路面が見えないため通行止めにすることもあることから、住民等の生活路
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線の確保に向けた要望活動を引き続き実施します。 

 

３ 消防・救急体制の充実 

〇職員感染防止衣購入 予算額＝５２１千円 

 ・リユース型の防止衣の導入によるコスト縮減と活動時におおける隊員の感染防止を図

ります。 

 ・防止衣上下一式＝１２着 

 

〇人工呼吸器購入 予算額＝１,３０９千円 

 ・自発呼吸のない傷病者の救命活動のため救急資機材購入計画に基づき人工呼吸器

を導入します。 

 ・人工呼吸器一式＝１基  

 

 

第５節 安全な消費生活の支援 
基本方針 

消費生活の安定向上をめざし、消費者の意識を啓発するとともに、関係機関との連携に

より相談体制の充実を図ります。 

 

１ 消費者の自立の支援 

○消費者行政の推進 予算額＝２３１千円 

・多種多様化する悪徳商法等に関する住民からの相談に加え、衣食住等の消費生活に

関する契約内容や商品の安全性等についての問い合わせは、めまぐるしく変化する社

会と比例するように年々増加しており、消費者からの苦情や要望等も複雑化してきて

います。 

・このことを受け、消費者行政の充実・強化に向けて、消費者への情報提供、消費者講

座の実施及び各種研修への職員の派遣を行います。 

 

２ 消費者相談体制の充実 

○消費者行政の推進（再掲） 
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第７章 効率的で質の高い町政運営を進めるまちづくり 
 

第１節 行政運営の改革 
基本方針 

町を民間企業に例え、更なる経営改革として職員が、町民に可能な限り多くの行政サ

ービスを提供することをめざします。 

苫前町公共施設等管理計画に基づき、長期的な視点に立った効果的な公共施設等の

管理をしていきます。 

 

１ 健全な行政運営の推進 

○第５次苫前町総合振興計画・後期基本計画 

○第２期苫前町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・第５次苫前町総合振興計画・後期基本計画及び第２期苫前町まち・ひと・しごと創生総

合戦略における政策や施策の目標を明確にするとともに、施策の進捗状況を把握し、

徹底した進行管理を実施します。 

・それぞれの計画は、住民ニーズや事業の進捗状況に応じて、柔軟に見直しを行いま

す。 

・各計画期間：令和３年度～令和７年度 

 

○事務事業評価の推進 

・限られた財源・人材等の行政資源をより効果的に施策へ配分し、町民満足度の向上に

努めるとともに、職員の目的意識とコスト意識の向上に向けた事務事業評価を推進し

ます。 

 

○各種審議会委員の公募制の拡大 

・各種審議会などの委員について、広く町民の意見をまちづくりに反映させるため、「公

募制」の拡大を図ります。 

 

○学校給食費の公会計化（再掲） 

 

○地方公営企業法適用移行業務負担金 予算額＝８,４７１千円 

・人口３万人未満の簡易水道・下水道（公共）については、令和５年度までの公営企業法

の適用が義務化されています。また、電気事業法改正等に伴い、風力発電事業を含め

た再生可能エネルギー発電事業も電気事業となり、公営企業法が適用されました。 

・移行業務は、受注先である株式会社行政システム研究所の道内複数自治体の窓口と

なっている北海道自治体システム協議会へ負担金を支出することにより実施していま

す。 

区分 予算額 業務内容等 

簡易水道事業特別会計 2,36９千円 会計システム導入等 

下水道事業特別会計 2,36９千円 会計システム導入等 

風力発電事業特別会計 3,73３千円 会計システム導入等 

 

２ 効率的な行政運営 

○留萌地域電算共同化推進協議会負担金 予算額＝１０,４４１千円 

・留萌地域電算共同化推進協議会を増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別
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町及び天塩町の７町村で構成し、住民基本台帳や税など基幹系業務の基盤となる電

算システムの共同化による業務の平準化を推進しています。 

区分 予算額 

協議会負担金 ２，４３５千円 

システム利用負担金 ８，００６千円 

 

○自治体情報システム標準準拠仕様移行業務委託 予算額＝１,４９５千円 

・国が定めた「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき、自治体の情報システムの標準

化・共通化を進めるため、留萌地域電算共同化推進協議会構成町村で移行支援業務

を専門事業者に委託し、令和７年度中の次期標準準拠システムの稼働に向けて円滑

な事業の推進を図ります。 

 

○仮想化基盤サーバー賃借料 予算額＝８,４５９千円 

・業務に使用する各システムやネットワークを安定的に稼働させ、また、外部からの侵入

による情報漏えい等を防ぐため、仮想化基盤サーバーを構築し、５年間賃借します。 

・賃借期間：令和３年３月～令和８年３月 

 

○パーソナルコンピュータ購入 予算額＝4,４３４千円 

・職員の事務業務の効率化のため、耐用年数を経過したパーソナルコンピュータ（デスク

トップ型１０台）を更新します。 

 

   〇財務会計システムインボイス対応改修業務委託 予算額＝1,1１２千円 

・令和５年１０月から始まるインボイス制度に対応するための改修を行います。 

 

   〇古丹別支所ネットワーク更改及び住基ネット対応業務委託 予算額＝２,３１０千円 

・古丹別支所における業務を安定的に行えるよう経年の機器の更改とマイナンバーカー

ド業務を行えるよう重機ネットワークを整備します。 

 

〇住民基本台帳ネットワークシステム端末増設委託 予算額＝７７０千円 

・マイナンバーカードの普及により、古丹別支所においてもマイナンバー関連事務を行え

るよう端末増設を委託します。 

 

○住民基本台帳ネットワーク保守業務委託 予算額＝５２８千円 

・住民基本台帳ネットワークを利用するため、随時行われる機器のバージョンアップに対

応した保守業務を委託します。 

 

○中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 予算額＝２,０９６千円 

・特定個人情報を利用するため、国・道等との情報連携を行うための中間サーバーの開

発・運営に関する経費を負担します。 

 

○共同戸籍電算システム保守費負担金 予算額＝１,１５１千円 

・戸籍業務に関わる電算共同化システム、端末及びプリンタの保守管理に要する費用を

管内各町村で負担します。 

 

○公共施設等総合管理計画 

・公共施設全体を「貴重な経営資源」と捉え効果的かつ効率的に運用していく資産運営
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の視点から、公共施設総量資産の適正化・公共施設の長寿命化・地域（民間）活力の

導入を基本方針として「公共施設等総合管理計画」を策定し、推進しています。 

 

３ サービスの向上 

○行政事務に係る権限移譲の推進 

・北海道から権限移譲を受けることにより、地域住民に身近な行政事務について、利便

の向上を図るとともに、地方分権の拡大を推進しています。 

 

○職員の資質向上の充実・強化 

・地方分権や制度改正など高度化・複雑化していく行政事務に対応できるよう、人材育

成基本方針に基づき、職員の研修内容や体制の充実を図ります。 

・行政の施策内容や各種情報について、住民等に対して分かりやすく提案、説明、伝達

するための基本的技能の習得と向上に努めます。 

 

○人事評価制度の推進 

・人事評価制度の導入を行うための地方公務員法が改正され、平成２８年４月から施行

されました。 

・職員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、組織全体の士気高揚、

公務能率の向上に努めます。 

 

○ワンストップサービスの推進 

・親切・便利な行政サービスの推進にあたり、窓口対応では、迅速かつ丁寧な職員の対

応に心がけ、住民に対するワンストップサービス（様々な行政手続きを一体的に行える

手法）を推進します。 

 

○力昼地区各種申請業務等取次事務委託 

・「郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務」として、力昼郵便局に

各種の行政事務の取次ぎ等を委託し、人口減少と高齢化が進む力昼地区住民に対す

る行政サービスの維持、向上を図ります。 

・主な委託業務（事務）は、きらりコンポスト整理券交付、暖房用燃料購入費助成申請、

にこにこタクシー利用申請、いやしふれあい事業申請、インフルエンザ予防接種申請と

なっています。 

 

 

第２節 財政運営の改革 
基本方針 

将来を見据えて負の遺産を残さないよう、身の丈にあった健全な財政運営を図りま

す。また、将来にわたり、自主財源の確保に努めます。 

 

１ 計画的な財政運営 

○将来推計に基づく財政運営の取組 

・財政収支の将来推計の見直しを図り、長期的に安定した財政運営の実現を目指しま

す。 

 

○公共施設等総合管理計画（再掲） 
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２ 財源の確保 

○ふるさと応援寄附金返礼事業 予算額＝35,27６千円 

・ふるさと納税制度に則り、ふるさと応援寄附金に対して、返礼品を贈呈します。 

・寄附拡大のため、返礼品提供事業者と連携して訴求力の向上に努めるとともに、ウェ

ブ PR 広告や返礼品写真の更新の実施、ふるさと納税ポータルサイトの拡充やワンス

トップ特例制度のオンライン申請対応などに取り組んでいます。 

・令和４年度寄付額実績：40,015,000 円（寄附件数：3,537 件） 

 

○町税や使用料の徴収強化の推進 

・町税や使用料の徴収について、電話催告や戸別訪問、納税相談等を強化実施し、悪

質滞納者には公平な負担の原則からも、財産の差押え等の強制執行を実施します。 

 

３ 財政健全化の推進 

○財政指標等の積極的な公表 

・広報誌やホームページなどを活用し、財務指標等を全国や全道の他町村との比較など

を含め、町民に分かりやすく解説して公表することにより、本町財政の現状を把握する

ことができるよう、情報の共有化を進めます。 

 

○新地方公会計制度に係る財務４表の公表 

・より分かりやすい財務情報を提供し、行政改革の更なる推進を図るため、新地方公会

計制度に係る財務書類（財務４表）を作成・公表します。 

・財務４表＝貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計画書 

 

 

第３節 広域行政の推進 
基本方針 

多様化、高度化する行政サービスの効率的・効果的な運営をめざし、広域的な視点から

行政運営を進めます。 

 

１ 近隣自治体との連携強化 

○留萌中部地域振興協議会 

・留萌中部地域３町村（苫前町・羽幌町・初山別村）が連携し、地域の懸案事項について

協議、検討しています。 

 

○留萌地域づくり連携会議 

・留萌開発建設部及び留萌振興局が共同で事務局を担っており、北海道総合開発計画

及び北海道総合計画に関し、地域の多様な主体と意見交換を行い、地域づくりの方向

を検討、共有し、連携・協働の取組を推進しています。 

 

○留萌地域総合開発期成会負担金 予算額＝９８千円 

・留萌管内の市町村と連携して「留萌地域総合開発期成会」を組織し、地域の懸案事項

について、北海道開発予算への反映や関係方面に対する意見の開陳・建議陳情及び

請願を行います。 

・請願事項は、道路整備・農業基盤・水産基盤・国土保全・生活環境・教育環境などで

す。 
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２ 広域処理業務の充実 



 

この政策・予算説明概要書に関するご意見

やお問合せは、苫前町役場総合政策室総合

政策係まで、お気軽にご連絡ください。 

 

ＴＥＬ：０１６４‐６４‐２０４０ 

Ｅ-ｍａｉｌ：sogo@town.tomamae.lg.jp 


